
○
厚
生
労
働
省
令
第
十
九
号

雇
用
保
険
法
（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
百
十
六
号
）
第
七
条
、
第
六
十
条
の
二
第
一
項
及
び
第
四
項
並
び
に
第
八
十
二
条
の

規
定
に
基
づ
き
、
雇
用
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
八
日

厚
生
労
働
大
臣

根
本

匠

雇
用
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

雇
用
保
険
法
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
年
労
働
省
令
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
被
保
険
者
と
な
つ
た
こ
と
の
届
出
）

（
被
保
険
者
と
な
つ
た
こ
と
の
届
出
）

第
六
条

（
略
）

第
六
条

（
略
）

２
～
６

（
略
）

２
～
６

（
略
）

７

第
一
項
の
届
出
は
、
特
定
法
人
（
事
業
年
度
（
法
人
税
法
（
昭
和
四
十
年

（
新
設
）

法
律
第
三
十
四
号
）
第
十
三
条
及
び
第
十
四
条
に
規
定
す
る
事
業
年
度
を
い

う
。
）
開
始
の
時
に
お
け
る
資
本
金
の
額
、
出
資
金
の
額
若
し
く
は
銀
行
等

保
有
株
式
取
得
機
構
が
そ
の
会
員
か
ら
銀
行
等
の
株
式
等
の
保
有
の
制
限
等

に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
第
四
十
一
条
第
一
項

及
び
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
納
付
さ
れ
た
同
条
第
一
項
の
当
初
拠
出
金
の
額

及
び
同
条
第
三
項
の
売
却
時
拠
出
金
の
額
の
合
計
額
が
一
億
円
を
超
え
る
法

人
、
保
険
業
法
（
平
成
七
年
法
律
第
百
五
号
）
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る

相
互
会
社
、
投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
六
年
法

律
第
百
九
十
八
号
）
第
二
条
第
十
二
項
に
規
定
す
る
投
資
法
人
又
は
資
産
の

流
動
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
五
号
）
第
二
条
第
三
項
に
規

定
す
る
特
定
目
的
会
社
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
あ
つ
て
は
、
資
格
取
得

届
の
提
出
に
代
え
て
資
格
取
得
届
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
電
子
情
報
処
理
組

織
（
政
府
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
（
入
出
力
装
置
を
含
む
。
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
特
定
法
人
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気

通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
、
第
七

条
、
第
十
三
条
、
第
百
一
条
の
五
及
び
第
百
一
条
の
十
三
に
お
い
て
同
じ
。

）
を
使
用
し
て
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
電
気

通
信
回
線
の
故
障
、
災
害
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使

用
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
で
、
か
つ
、
電
子
情
報
処

理
組
織
を
使
用
し
な
い
で
当
該
届
出
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る

場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

８

特
定
法
人
は
、
第
二
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
の
前
項
の
提

（
新
設
）

出
又
は
第
三
項
に
規
定
す
る
者
に
係
る
前
項
の
提
出
を
す
る
と
き
は
、
同
項
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に
規
定
す
る
事
項
と
併
せ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
第
二
項
又
は
第
三
項
に
定
め
る
書

類
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

９

第
四
項
の
規
定
は
、
前
二
項
の
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
新
設
）

第
六
項
の
届
出
は
、
特
定
法
人
に
あ
つ
て
は
、
資
格
取
得
届
及
び
第
三
十

（
新
設
）

10
三
条
各
号
に
定
め
る
書
類
の
提
出
に
代
え
て
、
こ
れ
ら
の
書
類
に
記
載
す
べ

き
事
項
を
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も

の
と
す
る
。
た
だ
し
、
電
気
通
信
回
線
の
故
障
、
災
害
そ
の
他
の
理
由
に
よ

り
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場

合
で
、
か
つ
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
な
い
で
当
該
届
出
を
行
う
こ

と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
被
保
険
者
で
な
く
な
つ
た
こ
と
の
届
出
）

（
被
保
険
者
で
な
く
な
つ
た
こ
と
の
届
出
）

第
七
条

（
略
）

第
七
条

（
略
）

２
～
５

（
略
）

２
～
５

（
略
）

６

第
一
項
の
届
出
は
、
特
定
法
人
に
あ
つ
て
は
、
資
格
喪
失
届
及
び
同
項
に

（
新
設
）

定
め
る
書
類
の
提
出
に
代
え
て
、
こ
れ
ら
の
書
類
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
電

子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

た
だ
し
、
電
気
通
信
回
線
の
故
障
、
災
害
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
電
子
情
報

処
理
組
織
を
使
用
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
で
、
か
つ

、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
な
い
で
当
該
届
出
を
行
う
こ
と
が
で
き
る

と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

７

第
四
項
の
届
出
は
、
特
定
法
人
に
あ
つ
て
は
、
資
格
喪
失
届
及
び
第
三
十

（
新
設
）

三
条
各
号
に
定
め
る
書
類
の
提
出
に
代
え
て
、
こ
れ
ら
の
書
類
に
記
載
す
べ

き
事
項
を
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も

の
と
す
る
。
た
だ
し
、
電
気
通
信
回
線
の
故
障
、
災
害
そ
の
他
の
理
由
に
よ

り
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場

合
で
、
か
つ
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
な
い
で
当
該
届
出
を
行
う
こ

と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

８

第
二
項
及
び
第
五
項
の
規
定
は
、
第
六
項
の
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
新
設
）
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（
被
保
険
者
の
転
勤
の
届
出
）

（
被
保
険
者
の
転
勤
の
届
出
）

第
十
三
条

（
略
）

第
十
三
条

（
略
）

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

５

第
一
項
の
届
出
は
、
特
定
法
人
に
あ
つ
て
は
、
転
勤
届
及
び
第
二
項
に
定

（
新
設
）

め
る
書
類
の
提
出
に
代
え
て
、
こ
れ
ら
の
書
類
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
電
子

情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。
た

だ
し
、
電
気
通
信
回
線
の
故
障
、
災
害
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
電
子
情
報
処

理
組
織
を
使
用
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
で
、
か
つ
、

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
な
い
で
当
該
届
出
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
と

認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

６

第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
の
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
新
設
）

（
被
保
険
者
の
氏
名
変
更
の
届
出
）

（
削
る
）

第
十
四
条

事
業
主
は
、
そ
の
雇
用
す
る
被
保
険
者
が
氏
名
を
変
更
し
た
と
き

は
、
当
該
被
保
険
者
に
係
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
届
出
又
は
当
該
被
保
険
者

が
当
該
事
業
主
を
経
由
し
て
行
う
支
給
申
請
手
続
の
際
、
雇
用
保
険
被
保
険

者
氏
名
変
更
届
（
様
式
第
四
号
。
以
下
「
被
保
険
者
氏
名
変
更
届
」
と
い
う

。
）
に
運
転
免
許
証
、
健
康
保
険
の
被
保
険
者
証
そ
の
他
の
氏
名
の
変
更
の

事
実
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
を
添
え
て
、
そ
の
事
業
所
の
所
在
地

を
管
轄
す
る
公
共
職
業
安
定
所
の
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
被
保
険
者
で
な
く
な
つ
た
こ
と
の
届
出

二

第
十
二
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
雇
用
継
続
交
流
採
用
職
員
に
関
す
る
届

出
三

前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
被
保
険
者
の
転
勤
の
届
出

四

次
条
の
規
定
に
よ
る
被
保
険
者
の
個
人
番
号
の
変
更
の
届
出

五

第
十
四
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
被
保
険
者
の
育
児
休
業
又
は
介

護
休
業
開
始
時
の
賃
金
の
届
出

六

第
十
四
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
被
保
険
者
の
育
児
又
は
介
護
の

た
め
の
休
業
又
は
所
定
労
働
時
間
短
縮
の
開
始
時
の
賃
金
の
届
出

七

第
百
一
条
の
五
第
一
項
又
は
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
高
年
齢
雇
用
継
続

基
本
給
付
金
の
支
給
申
請
手
続
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八

第
百
一
条
の
七
第
一
項
又
は
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
百
一

条
の
五
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
高
年
齢
再
就
職
給
付
金
の
支
給
申
請
手
続

九

第
百
一
条
の
十
三
第
一
項
又
は
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
育
児
休
業
給
付

金
の
支
給
申
請
手
続

十

第
百
一
条
の
十
九
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
介
護
休
業
給
付
金
の
支
給
申

請
手
続

２

事
業
主
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
職
業
安
定
局
長
が
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
、
同
項
に
定
め
る
書
類
を
添
え
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

３

被
保
険
者
は
、
そ
の
氏
名
を
変
更
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
事
業
主
に

そ
の
旨
を
申
し
出
る
と
と
も
に
、
被
保
険
者
証
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

４

公
共
職
業
安
定
所
長
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
被
保
険
者
氏
名
変
更
届

の
提
出
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
被
保
険
者
氏
名
変
更
届
に
基
づ
い
て
作
成

し
た
被
保
険
者
証
を
当
該
被
保
険
者
に
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

第
十
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
交
付
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
十
四
条

（
略
）

第
十
四
条
の
二

（
略
）

第
十
四
条
の
二

（
略
）

第
十
四
条
の
三

（
略
）

第
十
四
条
の
三

（
略
）

第
十
四
条
の
四

（
略
）

（
公
共
職
業
訓
練
等
を
受
講
す
る
場
合
に
お
け
る
届
出
）

（
公
共
職
業
訓
練
等
を
受
講
す
る
場
合
に
お
け
る
届
出
）

第
二
十
一
条

受
給
資
格
者
は
、
公
共
職
業
安
定
所
長
の
指
示
に
よ
り
法
第
十

第
二
十
一
条

受
給
資
格
者
は
、
公
共
職
業
安
定
所
長
の
指
示
に
よ
り
法
第
十

五
条
第
三
項
に
規
定
す
る
公
共
職
業
訓
練
等
（
以
下
「
公
共
職
業
訓
練
等
」

五
条
第
三
項
に
規
定
す
る
公
共
職
業
訓
練
等
（
以
下
「
公
共
職
業
訓
練
等
」

と
い
う
。
）
を
受
け
る
こ
と
と
な
つ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
公
共
職
業
訓

と
い
う
。
）
を
受
け
る
こ
と
と
な
つ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
公
共
職
業
訓

練
等
受
講
届
（
様
式
第
十
二
号
。
以
下
「
受
講
届
」
と
い
う
。
）
及
び
公
共

練
等
受
講
届
（
様
式
第
十
二
号
。
以
下
「
受
講
届
」
と
い
う
。
）
及
び
公
共

職
業
訓
練
等
通
所
届
（
様
式
第
十
二
号
。
以
下
「
通
所
届
」
と
い
う
。
）
に

職
業
訓
練
等
通
所
届
（
様
式
第
十
二
号
。
以
下
「
通
所
届
」
と
い
う
。
）
に

受
給
資
格
者
証
（
当
該
受
給
資
格
者
が
法
第
三
十
六
条
第
二
項
の
同
居
の
親

受
給
資
格
者
証
（
当
該
受
給
資
格
者
が
法
第
三
十
六
条
第
二
項
の
同
居
の
親

族
と
別
居
し
て
寄
宿
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
親
族
の
有
無
に
つ
い
て

族
と
別
居
し
て
寄
宿
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
親
族
の
有
無
に
つ
い
て

の
市
町
村
の
長
の
証
明
書
及
び
受
給
資
格
者
証
）
を
添
え
て
、
公
共
職
業
訓

の
市
町
村
の
長
の
証
明
書
及
び
受
給
資
格
者
証
）
を
添
え
て
管
轄
公
共
職
業
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練
等
を
行
う
施
設
の
長
を
経
由
し
て
管
轄
公
共
職
業
安
定
所
の
長
に
提
出
し

安
定
所
の
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
受
給
資
格
者
証
を

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
公
共
職
業
訓

添
え
て
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
つ
い
て
正
当
な
理
由
が
あ
る
と

練
等
を
行
う
施
設
の
長
を
経
由
し
て
当
該
届
出
書
の
提
出
を
行
う
こ
と
が
困

き
は
、
受
給
資
格
者
証
を
添
え
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
公
共
職
業
訓
練
等
を
行
う
施
設
の
長

を
経
由
し
な
い
で
提
出
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

２

受
給
資
格
者
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
職
業
安
定
局
長
が
定
め

２

受
給
資
格
者
は
、
前
項
本
文
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
た
だ
し
書
に

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
受
給
資
格
者
証
を
添
え
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

規
定
す
る
と
き
の
ほ
か
、
職
業
安
定
局
長
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
受
給

資
格
者
証
を
添
え
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

３

管
轄
公
共
職
業
安
定
所
の
長
は
受
講
届
及
び
通
所
届
の
提
出
を
受
け
た
と

３

管
轄
公
共
職
業
安
定
所
の
長
は
受
講
届
及
び
通
所
届
の
提
出
を
受
け
た
と

き
（
前
項
の
規
定
に
よ
り
受
給
資
格
者
証
を
添
え
な
い
で
こ
れ
ら
の
届
の
提

き
（
第
一
項
た
だ
し
書
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
り
受
給
資
格
者
証
を
添
え
な

出
を
受
け
た
と
き
を
除
く
。
）
は
、
受
給
資
格
者
証
に
必
要
な
事
項
を
記
載

い
で
こ
れ
ら
の
届
の
提
出
を
受
け
た
と
き
を
除
く
。
）
は
、
受
給
資
格
者
証

し
た
上
、
返
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

に
必
要
な
事
項
を
記
載
し
た
上
、
返
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

（
略
）

４

（
略
）

（
削
る
）

５

受
給
資
格
者
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
七
項
の
規
定
に
よ
り

準
用
す
る
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
と
き
の
ほ
か
、
職
業
安
定
局
長
が

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
受
給
資
格
者
証
を
添
え
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

５

管
轄
公
共
職
業
安
定
所
の
長
は
、
前
項
の
届
書
の
提
出
を
受
け
た
と
き
（

６

管
轄
公
共
職
業
安
定
所
の
長
は
、
第
四
項
の
届
書
の
提
出
を
受
け
た
と
き

次
項
の
規
定
に
よ
り
準
用
す
る
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
受
給
資
格
者
証
を
添

（
前
項
又
は
次
項
の
規
定
に
よ
り
準
用
す
る
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ

え
な
い
で
当
該
届
書
の
提
出
を
受
け
た
と
き
を
除
く
。
）
は
、
受
給
資
格
者

り
受
給
資
格
者
証
を
添
え
な
い
で
当
該
届
書
の
提
出
を
受
け
た
と
き
を
除
く

証
に
必
要
な
改
定
を
し
た
上
、
返
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

。
）
は
、
受
給
資
格
者
証
に
必
要
な
改
定
を
し
た
上
、
返
付
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

６

第
十
七
条
の
二
第
四
項
の
規
定
は
第
一
項
及
び
第
四
項
の
場
合
に
、
第
二

７

第
十
七
条
の
二
第
四
項
の
規
定
は
第
一
項
及
び
第
四
項
の
場
合
に
、
第
一

項
の
規
定
は
第
四
項
の
場
合
に
準
用
す
る
。

項
た
だ
し
書
の
規
定
は
第
四
項
の
場
合
に
準
用
す
る
。

（
失
業
の
認
定
）

（
失
業
の
認
定
）

第
二
十
二
条

受
給
資
格
者
は
、
失
業
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、

第
二
十
二
条

受
給
資
格
者
は
、
失
業
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、

失
業
の
認
定
日
に
、
管
轄
公
共
職
業
安
定
所
に
出
頭
し
、
失
業
認
定
申
告
書

失
業
の
認
定
日
に
、
管
轄
公
共
職
業
安
定
所
に
出
頭
し
、
失
業
認
定
申
告
書

（
様
式
第
十
四
号
）
に
受
給
資
格
者
証
を
添
え
て
提
出
し
た
上
、
職
業
の
紹

（
様
式
第
十
四
号
）
に
受
給
資
格
者
証
を
添
え
て
提
出
し
た
上
、
職
業
の
紹

介
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
受
給
資
格
者
証
を
添
え
て
提
出

介
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
つ
い
て
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
き
は
、
受
給

資
格
者
証
を
添
え
な
い
こ
と
が
で
き
る
。
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２

（
略
）

２

（
略
）

（
削
る
）

３

前
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
は
、
第
一
項
の
場
合
に
準
用
す
る
。

（
証
明
書
に
よ
る
失
業
の
認
定
）

（
証
明
書
に
よ
る
失
業
の
認
定
）

第
二
十
五
条

（
略
）

第
二
十
五
条

（
略
）

２

第
二
十
二
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
は
、
前
項
の
場
合
に
準
用
す
る
。

２

第
二
十
一
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
は
、
前
項
の
場
合
に
準
用
す
る
。

第
二
十
六
条

（
略
）

第
二
十
六
条

（
略
）

２

第
二
十
二
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
は
、
前
項
の
場
合
に
準
用
す
る
。

２

第
二
十
一
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
は
、
前
項
の
場
合
に
準
用
す
る
。

第
二
十
八
条

（
略
）

第
二
十
八
条

（
略
）

２

第
二
十
二
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
は
、
前
項
の
場
合
に
準
用
す
る
。

２

第
二
十
一
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
は
、
前
項
の
場
合
に
準
用
す
る
。

（
受
給
期
間
延
長
の
申
出
）

（
受
給
期
間
延
長
の
申
出
）

第
三
十
一
条

（
略
）

第
三
十
一
条

（
略
）

２

受
給
資
格
者
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
八
項
の
規
定
に
よ
り

２

受
給
資
格
者
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
八
項
の
規
定
に
よ
り

準
用
す
る
第
二
十
二
条
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
と
き
の
ほ
か
、
職
業

準
用
す
る
第
二
十
一
条
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
と
き
の
ほ
か
、
職
業

安
定
局
長
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
受
給
資
格
者
証
を
添
え
な
い
こ
と
が

安
定
局
長
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
受
給
資
格
者
証
を
添
え
な
い
こ
と
が

で
き
る
。

で
き
る
。

３
～
５

（
略
）

３
～
５

（
略
）

６

管
轄
公
共
職
業
安
定
所
の
長
は
、
第
一
項
の
申
出
を
し
た
者
が
法
第
二
十

６

管
轄
公
共
職
業
安
定
所
の
長
は
、
第
一
項
の
申
出
を
し
た
者
が
法
第
二
十

条
第
一
項
に
規
定
す
る
者
に
該
当
す
る
と
認
め
た
と
き
は
、
そ
の
者
に
受
給

条
第
一
項
に
規
定
す
る
者
に
該
当
す
る
と
認
め
た
と
き
は
、
そ
の
者
に
受
給

期
間
延
長
通
知
書
（
様
式
第
十
七
号
）
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ

期
間
延
長
通
知
書
（
様
式
第
十
七
号
）
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ

の
場
合
（
第
二
項
又
は
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
準
用
す
る
第
二
十
二
条
第
一

の
場
合
（
第
二
項
又
は
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
準
用
す
る
第
二
十
一
条
第
一

項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
受
給
資
格
者
証
を
添
え
な
い
で
第
一
項
の
申
出

項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
受
給
資
格
者
証
を
添
え
な
い
で
第
一
項
の
申
出

を
受
け
た
と
き
を
除
く
。
）
に
お
い
て
、
管
轄
公
共
職
業
安
定
所
の
長
は
、

を
受
け
た
と
き
を
除
く
。
）
に
お
い
て
、
管
轄
公
共
職
業
安
定
所
の
長
は
、

受
給
資
格
者
証
に
必
要
な
事
項
を
記
載
し
た
上
、
返
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

受
給
資
格
者
証
に
必
要
な
事
項
を
記
載
し
た
上
、
返
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

い
。

７

（
略
）

７

（
略
）

８

第
十
七
条
の
二
第
四
項
の
規
定
は
、
第
一
項
及
び
前
項
の
場
合
並
び
に
第

８

第
十
七
条
の
二
第
四
項
の
規
定
は
、
第
一
項
及
び
前
項
の
場
合
並
び
に
第

三
項
た
だ
し
書
の
場
合
に
お
け
る
第
一
項
の
申
出
に
、
第
二
十
二
条
第
一
項

三
項
た
だ
し
書
の
場
合
に
お
け
る
第
一
項
の
申
出
に
、
第
二
十
一
条
第
一
項
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た
だ
し
書
の
規
定
は
、
第
一
項
及
び
前
項
の
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

た
だ
し
書
の
規
定
は
、
第
一
項
及
び
前
項
の
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
基
本
手
当
の
支
給
手
続
）

（
基
本
手
当
の
支
給
手
続
）

第
四
十
四
条

（
略
）

第
四
十
四
条

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

第
二
十
二
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
は
、
前
二
項
の
場
合
に
準
用
す
る

４

第
二
十
一
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
は
、
前
二
項
の
場
合
に
準
用
す
る

。

。

（
代
理
人
に
よ
る
基
本
手
当
の
受
給
）

（
代
理
人
に
よ
る
基
本
手
当
の
受
給
）

第
四
十
六
条

（
略
）

第
四
十
六
条

（
略
）

２

第
二
十
二
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
は
、
前
項
後
段
の
場
合
に
準
用
す

２

第
二
十
一
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
は
、
前
項
後
段
の
場
合
に
準
用
す

る
。

る
。

（
受
給
資
格
者
の
氏
名
変
更
等
の
届
出
）

（
受
給
資
格
者
の
氏
名
変
更
等
の
届
出
）

第
四
十
九
条

（
略
）

第
四
十
九
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

第
十
七
条
の
二
第
四
項
及
び
第
二
十
二
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
は
、

３

第
十
七
条
の
二
第
四
項
及
び
第
二
十
一
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
は
、

第
一
項
の
場
合
に
準
用
す
る
。

第
一
項
の
場
合
に
準
用
す
る
。

（
技
能
習
得
手
当
及
び
寄
宿
手
当
の
支
給
手
続
）

（
技
能
習
得
手
当
及
び
寄
宿
手
当
の
支
給
手
続
）

第
六
十
一
条

（
略
）

第
六
十
一
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

第
二
十
二
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
は
、
前
項
の
場
合
に
準
用
す
る
。

３

第
二
十
一
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
は
、
前
項
の
場
合
に
準
用
す
る
。

（
傷
病
手
当
の
認
定
手
続
）

（
傷
病
手
当
の
認
定
手
続
）

第
六
十
三
条

（
略
）

第
六
十
三
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

第
三
十
一
条
第
四
項
及
び
第
五
項
の
規
定
は
第
一
項
た
だ
し
書
の
場
合
に

３

第
三
十
一
条
第
四
項
及
び
第
五
項
の
規
定
は
第
一
項
た
だ
し
書
の
場
合
に

、
第
二
十
二
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
は
前
項
の
場
合
に
準
用
す
る
。

、
第
二
十
一
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
は
前
項
の
場
合
に
準
用
す
る
。

（
就
業
手
当
の
支
給
申
請
手
続
）

（
就
業
手
当
の
支
給
申
請
手
続
）
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第
八
十
二
条
の
五

（
略
）

第
八
十
二
条
の
五

（
略
）

２

受
給
資
格
者
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
六
項
の
規
定
に
よ
り

２

受
給
資
格
者
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
六
項
の
規
定
に
よ
り

準
用
す
る
第
二
十
二
条
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
と
き
の
ほ
か
、
職
業

準
用
す
る
第
二
十
一
条
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
と
き
の
ほ
か
、
職
業

安
定
局
長
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
前
項
に
定
め
る
書
類
を
添
え
な
い
こ

安
定
局
長
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
前
項
に
定
め
る
書
類
を
添
え
な
い
こ

と
が
で
き
る
。

と
が
で
き
る
。

３
～
５

（
略
）

３
～
５

（
略
）

６

第
二
十
二
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
は
第
一
項
の
場
合
に
お
け
る
提
出

６

第
二
十
一
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
は
第
一
項
の
場
合
に
お
け
る
提
出

に
つ
い
て
準
用
す
る
。

に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
再
就
職
手
当
の
支
給
申
請
手
続
）

（
再
就
職
手
当
の
支
給
申
請
手
続
）

第
八
十
二
条
の
七

（
略
）

第
八
十
二
条
の
七

（
略
）

２

受
給
資
格
者
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
項
の
規
定
に
よ
り
準

２

受
給
資
格
者
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
項
の
規
定
に
よ
り
準

用
す
る
第
二
十
二
条
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
と
き
の
ほ
か
、
職
業
安

用
す
る
第
二
十
一
条
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
と
き
の
ほ
か
、
職
業
安

定
局
長
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
前
項
第
二
号
に
定
め
る
書
類
及
び
受
給

定
局
長
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
前
項
第
二
号
に
定
め
る
書
類
及
び
受
給

資
格
者
証
を
添
え
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

資
格
者
証
を
添
え
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

３

第
二
十
二
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
は
、
第
一
項
の
場
合
に
お
け
る
提

３

第
二
十
一
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
は
、
第
一
項
の
場
合
に
お
け
る
提

出
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

出
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
就
業
促
進
定
着
手
当
の
支
給
申
請
手
続
）

（
就
業
促
進
定
着
手
当
の
支
給
申
請
手
続
）

第
八
十
三
条
の
四

（
略
）

第
八
十
三
条
の
四

（
略
）

２

受
給
資
格
者
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
項
の
規
定
に
よ
り
準

２

受
給
資
格
者
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
項
の
規
定
に
よ
り
準

用
す
る
第
二
十
二
条
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
と
き
の
ほ
か
、
職
業
安

用
す
る
第
二
十
一
条
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
と
き
の
ほ
か
、
職
業
安

定
局
長
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
受
給
資
格
者
証
を
添
え
な
い
こ
と
が
で

定
局
長
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
受
給
資
格
者
証
を
添
え
な
い
こ
と
が
で

き
る
。

き
る
。

３

第
二
十
二
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
は
、
第
一
項
の
場
合
に
お
け
る
提

３

第
二
十
一
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
は
、
第
一
項
の
場
合
に
お
け
る
提

出
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

出
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
常
用
就
職
支
度
手
当
の
支
給
申
請
手
続
）

（
常
用
就
職
支
度
手
当
の
支
給
申
請
手
続
）

第
八
十
四
条

（
略
）

第
八
十
四
条

（
略
）

２

第
二
十
二
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
は
、
前
項
の
受
給
資
格
者
証
等
に

２

第
二
十
一
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
は
、
前
項
の
受
給
資
格
者
証
等
に

つ
い
て
準
用
す
る
。

つ
い
て
準
用
す
る
。
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（
移
転
費
の
支
給
申
請
）

（
移
転
費
の
支
給
申
請
）

第
九
十
二
条

（
略
）

第
九
十
二
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

第
二
十
二
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
は
、
第
一
項
の
受
給
資
格
者
証
等

３

第
二
十
一
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
は
、
第
一
項
の
受
給
資
格
者
証
等

に
つ
い
て
準
用
す
る
。

に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
広
域
求
職
活
動
費
の
支
給
申
請
）

（
広
域
求
職
活
動
費
の
支
給
申
請
）

第
九
十
九
条

（
略
）

第
九
十
九
条

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

第
二
十
二
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
は
、
第
一
項
の
受
給
資
格
者
証
等

４

第
二
十
一
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
は
、
第
一
項
の
受
給
資
格
者
証
等

に
つ
い
て
準
用
す
る
。

に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
短
期
訓
練
受
講
費
の
支
給
申
請
）

（
短
期
訓
練
受
講
費
の
支
給
申
請
）

第
百
条
の
四

（
略
）

第
百
条
の
四

（
略
）

２

第
二
十
二
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
は
、
前
項
の
受
給
資
格
者
証
等
に

２

第
二
十
一
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
は
、
前
項
の
受
給
資
格
者
証
等
に

つ
い
て
準
用
す
る
。

つ
い
て
準
用
す
る
。

（
求
職
活
動
関
係
役
務
利
用
費
の
支
給
申
請
）

（
求
職
活
動
関
係
役
務
利
用
費
の
支
給
申
請
）

第
百
条
の
八

（
略
）

第
百
条
の
八

（
略
）

２

第
二
十
二
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
は
、
前
項
の
受
給
資
格
者
証
等
に

２

第
二
十
一
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
は
、
前
項
の
受
給
資
格
者
証
等
に

つ
い
て
準
用
す
る
。

つ
い
て
準
用
す
る
。

３

（
略
）

３

（
略
）

（
法
第
六
十
条
の
二
第
一
項
の
厚
生
労
働
大
臣
の
指
定
の
通
知
等
）

（
法
第
六
十
条
の
二
第
一
項
の
厚
生
労
働
大
臣
の
指
定
の
通
知
等
）

第
百
一
条
の
二
の
二

厚
生
労
働
大
臣
は
、
法
第
六
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定

第
百
一
条
の
二
の
二

厚
生
労
働
大
臣
は
、
法
第
六
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
指
定
を
し
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
講
座
指
定
通

に
よ
る
指
定
を
し
た
と
き
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
講
座

知
書
を
、
当
該
教
育
訓
練
を
行
う
指
定
教
育
訓
練
実
施
者
（
法
第
十
条
の
四

指
定
通
知
書
を
、
当
該
教
育
訓
練
を
行
う
指
定
教
育
訓
練
実
施
者
（
法
第
十

第
二
項
に
規
定
す
る
指
定
教
育
訓
練
実
施
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
通

条
の
四
第
二
項
に
規
定
す
る
指
定
教
育
訓
練
実
施
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。

知
す
る
も
の
と
す
る
。

）
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）
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三

第
百
一
条
の
二
の
七
第
一
号
に
規
定
す
る
一
般
教
育
訓
練
、
同
条
第
一

三

第
百
一
条
の
二
の
七
第
一
号
に
規
定
す
る
一
般
教
育
訓
練
又
は
同
条
第

号
の
二
に
規
定
す
る
特
定
一
般
教
育
訓
練
又
は
同
条
第
二
号
に
規
定
す
る

二
号
に
規
定
す
る
専
門
実
践
教
育
訓
練
の
い
ず
れ
で
あ
る
か
の
別

専
門
実
践
教
育
訓
練
の
い
ず
れ
で
あ
る
か
の
別

四
～
八

（
略
）

四
～
八

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
法
第
六
十
条
の
二
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
証
明
）

（
法
第
六
十
条
の
二
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
証
明
）

第
百
一
条
の
二
の
四

法
第
六
十
条
の
二
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

第
百
一
条
の
二
の
四

法
第
六
十
条
の
二
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

証
明
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に

証
明
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に

定
め
る
証
明
と
す
る
。

定
め
る
証
明
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

第
百
一
条
の
二
の
七
第
一
号
の
二
に
規
定
す
る
特
定
一
般
教
育
訓
練
を

（
新
設
）

受
け
、
修
了
し
た
者

教
育
訓
練
給
付
金
の
支
給
に
係
る
当
該
特
定
一
般

教
育
訓
練
を
修
了
し
た
こ
と
の
証
明
（
当
該
特
定
一
般
教
育
訓
練
に
係
る

指
定
教
育
訓
練
実
施
者
に
よ
り
証
明
が
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
以
下
「
特

定
一
般
教
育
訓
練
修
了
証
明
書
」
と
い
う
。
）

三

（
略
）

二

（
略
）

（
法
第
六
十
条
の
二
第
四
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
率
）

（
法
第
六
十
条
の
二
第
四
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
率
）

第
百
一
条
の
二
の
七

法
第
六
十
条
の
二
第
四
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

第
百
一
条
の
二
の
七

法
第
六
十
条
の
二
第
四
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

率
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定

率
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定

め
る
率
と
す
る
。

め
る
率
と
す
る
。

一

法
第
六
十
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
支
給
要
件
期
間
（
以
下
こ
の
条

一

法
第
六
十
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
支
給
要
件
期
間
（
次
号
及
び
第

に
お
い
て
「
支
給
要
件
期
間
」
と
い
う
。
）
が
三
年
以
上
で
あ
る
者
で
あ

三
号
に
お
い
て
「
支
給
要
件
期
間
」
と
い
う
。
）
が
三
年
以
上
で
あ
る
者

つ
て
、
雇
用
の
安
定
及
び
就
職
の
促
進
を
図
る
た
め
に
必
要
な
職
業
に
関

で
あ
つ
て
、
雇
用
の
安
定
及
び
就
職
の
促
進
を
図
る
た
め
に
必
要
な
職
業

す
る
教
育
訓
練
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
教
育
訓
練
（
次
号
及

に
関
す
る
教
育
訓
練
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
教
育
訓
練
（
次

び
第
二
号
に
規
定
す
る
教
育
訓
練
を
除
く
。
以
下
「
一
般
教
育
訓
練
」
と

号
に
規
定
す
る
教
育
訓
練
を
除
く
。
以
下
「
一
般
教
育
訓
練
」
と
い
う
。

い
う
。
）
を
受
け
、
修
了
し
た
者

百
分
の
二
十

）
を
受
け
、
修
了
し
た
者

百
分
の
二
十

一
の
二

支
給
要
件
期
間
が
三
年
以
上
で
あ
る
者
で
あ
つ
て
、
雇
用
の
安
定

（
新
設
）

及
び
就
職
の
促
進
を
図
る
た
め
に
必
要
な
職
業
に
関
す
る
教
育
訓
練
の
う

ち
速
や
か
な
再
就
職
及
び
早
期
の
キ
ャ
リ
ア
形
成
に
資
す
る
教
育
訓
練
と

- 11 -



し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
教
育
訓
練
（
次
号
に
規
定
す
る
教
育
訓

練
を
除
く
。
以
下
「
特
定
一
般
教
育
訓
練
」
と
い
う
。
）
を
受
け
、
修
了

し
た
者

百
分
の
四
十

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

（
法
第
六
十
条
の
二
第
四
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
額
）

（
法
第
六
十
条
の
二
第
四
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
額
）

第
百
一
条
の
二
の
八

法
第
六
十
条
の
二
第
四
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

第
百
一
条
の
二
の
八

法
第
六
十
条
の
二
第
四
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定

額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定

め
る
額
と
す
る
。

め
る
額
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

一
の
二

前
条
第
一
号
の
二
に
掲
げ
る
者

二
十
万
円

（
新
設
）

二

前
条
第
二
号
に
掲
げ
る
者

百
二
十
万
円
（
連
続
し
た
二
支
給
単
位
期

二

前
条
第
二
号
に
掲
げ
る
者

百
二
十
万
円
（
連
続
し
た
二
支
給
単
位
期

間
（
第
百
一
条
の
二
の
十
二
第
四
項
に
規
定
す
る
支
給
単
位
期
間
を
い
う

間
（
第
百
一
条
の
二
の
十
二
第
四
項
に
規
定
す
る
支
給
単
位
期
間
を
い
う

。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
（
当
該
専
門
実
践
教
育
訓
練
を
修
了

。
以
下
こ
の
号
及
び
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
（
当
該
専
門
実
践
教
育
訓

し
た
日
が
属
す
る
場
合
で
あ
つ
て
、
支
給
単
位
期
間
が
連
続
し
て
二
な
い

練
を
修
了
し
た
日
が
属
す
る
場
合
で
あ
つ
て
、
支
給
単
位
期
間
が
連
続
し

と
き
は
一
支
給
単
位
期
間
）
ご
と
に
支
給
す
る
額
は
、
四
十
万
円
を
限
度

て
二
な
い
と
き
は
一
支
給
単
位
期
間
）
ご
と
に
支
給
す
る
額
は
、
四
十
万

と
し
、
一
の
支
給
限
度
期
間
ご
と
に
支
給
す
る
額
は
、
百
六
十
八
万
円
を

円
を
限
度
と
し
、
一
の
支
給
限
度
期
間
ご
と
に
支
給
す
る
額
は
、
百
六
十

限
度
と
す
る
。
）

八
万
円
を
限
度
と
す
る
。
）

三

（
略
）

三

（
略
）

２

前
項
の
支
給
限
度
期
間
と
は
、
法
第
六
十
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
規
定

２

前
項
の
支
給
限
度
期
間
と
は
、
法
第
六
十
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
規
定

す
る
基
準
日
（
専
門
実
践
教
育
訓
練
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
及

す
る
基
準
日
（
専
門
実
践
教
育
訓
練
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に

び
次
項
に
お
い
て
「
基
準
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
十
年
を
経
過
す
る
日
ま
で

お
い
て
「
基
準
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
十
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
一
の
期

の
一
の
期
間
を
い
う
。
た
だ
し
、
当
該
基
準
日
に
係
る
一
の
支
給
限
度
期
間

間
を
い
う
。
た
だ
し
、
当
該
基
準
日
に
係
る
一
の
支
給
限
度
期
間
内
に
他
の

内
に
他
の
基
準
日
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
二
回
目
以
降
基
準
日
」
と
い

基
準
日
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
二
回
目
以
降
基
準
日
」
と
い
う
。
）
が

う
。
）
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
二
回
目
以
降
基
準
日
か
ら
十
年
を
経
過

あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
二
回
目
以
降
基
準
日
か
ら
十
年
を
経
過
す
る
日
ま

す
る
日
ま
で
の
一
の
期
間
を
除
く
。

で
の
一
の
期
間
を
除
く
。

３

専
門
実
践
教
育
訓
練
の
う
ち
栄
養
士
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
四

（
新
設
）

十
五
号
）
第
五
条
の
三
第
四
号
に
規
定
す
る
管
理
栄
養
士
養
成
施
設
に
よ
り

行
わ
れ
る
教
育
訓
練
そ
の
他
の
法
令
の
規
定
に
よ
り
四
年
の
修
業
年
限
が
規

定
さ
れ
て
い
る
教
育
訓
練
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
長
期
専
門
実
践
教
育

訓
練
」
と
い
う
。
）
を
受
講
し
て
い
る
者
で
あ
つ
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
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に
も
該
当
す
る
も
の
に
つ
い
て
の
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
の
規
定
の
適

用
に
つ
い
て
は
、
同
項
第
二
号
中
「
百
二
十
万
円
」
と
あ
る
の
は
「
百
六
十

万
円
」
と
、
同
号
及
び
同
項
第
三
号
中
「
百
六
十
八
万
円
」
と
あ
る
の
は
「

二
百
二
十
四
万
円
」
と
す
る
。

一

当
該
長
期
専
門
実
践
教
育
訓
練
の
基
準
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
が
経
過

し
て
い
る
こ
と
。

二

当
該
長
期
専
門
実
践
教
育
訓
練
の
基
準
日
が
、
前
項
に
規
定
す
る
支
給

限
度
期
間
の
初
日
で
あ
る
こ
と
。

三

当
該
長
期
専
門
実
践
教
育
訓
練
の
基
準
日
か
ら
起
算
し
て
三
十
箇
月
を

経
過
す
る
日
の
属
す
る
支
給
単
位
期
間
に
お
け
る
賃
金
の
日
額
が
、
法
第

十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
基
本
手
当
の
日
額
の
算
定
に
当
た
つ
て
百

分
の
五
十
（
同
条
第
二
項
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
に
あ
つ
て

は
、
百
分
の
四
十
五
）
を
乗
ず
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
賃
金
日
額
の
額
の

う
ち
最
も
低
額
な
も
の
未
満
で
あ
る
こ
と
。

（
法
第
六
十
条
の
二
第
五
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
期
間
）

（
法
第
六
十
条
の
二
第
五
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
期
間
）

第
百
一
条
の
二
の
十

法
第
六
十
条
の
二
第
五
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

第
百
一
条
の
二
の
十

法
第
六
十
条
の
二
第
五
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

期
間
は
、
三
年
と
す
る
。

期
間
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に

定
め
る
期
間
と
す
る
。

（
削
る
）

一

一
般
教
育
訓
練
を
受
け
た
者

三
年

（
削
る
）

二

専
門
実
践
教
育
訓
練
を
受
け
た
者

三
年

（
特
定
一
般
教
育
訓
練
に
係
る
教
育
訓
練
給
付
金
の
支
給
申
請
手
続
）

第
百
一
条
の
二
の
十
一
の
二

教
育
訓
練
給
付
対
象
者
で
あ
つ
て
、
特
定
一
般

（
新
設
）

教
育
訓
練
に
係
る
教
育
訓
練
給
付
金
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
も
の
（
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
「
特
定
一
般
教
育
訓
練
受
講
予
定
者
」
と
い
う
。
）
は

、
当
該
特
定
一
般
教
育
訓
練
を
開
始
す
る
日
の
一
箇
月
前
ま
で
に
、
教
育
訓

練
給
付
金
及
び
教
育
訓
練
支
援
給
付
金
受
給
資
格
確
認
票
（
様
式
第
三
十
三

号
の
二
の
二
）
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
管
轄
公
共
職
業
安
定
所
の
長

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

担
当
キ
ャ
リ
ア
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
（
キ
ャ
リ
ア
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
で
あ
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つ
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の
を
い
う
。
次
条
第
一
項
第
一
号
に
お

い
て
同
じ
。
）
が
、
当
該
特
定
一
般
教
育
訓
練
受
講
予
定
者
の
就
業
に
関

す
る
目
標
そ
の
他
職
業
能
力
の
開
発
及
び
向
上
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て

、
キ
ャ
リ
ア
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
を
踏
ま
え
て
記
載
し
た
職
務
経
歴
等
記

録
書

二

運
転
免
許
証
そ
の
他
の
特
定
一
般
教
育
訓
練
受
講
予
定
者
が
本
人
で
あ

る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

三

過
去
に
特
定
一
般
教
育
訓
練
又
は
専
門
実
践
教
育
訓
練
を
受
け
た
場
合

に
あ
つ
て
は
、
過
去
に
受
け
た
特
定
一
般
教
育
訓
練
又
は
専
門
実
践
教
育

訓
練
に
よ
る
キ
ャ
リ
ア
形
成
等
の
効
果
等
を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
書

類
四

そ
の
他
職
業
安
定
局
長
が
定
め
る
書
類

２

管
轄
公
共
職
業
安
定
所
の
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
教
育
訓
練
給
付
金

及
び
教
育
訓
練
支
援
給
付
金
受
給
資
格
確
認
票
を
提
出
し
た
特
定
一
般
教
育

訓
練
受
講
予
定
者
が
教
育
訓
練
給
付
対
象
者
で
あ
つ
て
支
給
要
件
期
間
が
三

年
以
上
で
あ
る
も
の
と
認
め
た
と
き
は
、
教
育
訓
練
給
付
金
を
支
給
す
る
旨

を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

前
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
第
百
一
条
の
二
の
七
第
一
号
の
二
に

掲
げ
る
者
に
該
当
す
る
教
育
訓
練
給
付
対
象
者
は
、
特
定
一
般
教
育
訓
練
に

係
る
教
育
訓
練
給
付
金
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
教
育
訓

練
給
付
金
の
支
給
に
係
る
特
定
一
般
教
育
訓
練
を
修
了
し
た
日
の
翌
日
か
ら

起
算
し
て
一
箇
月
以
内
に
、
教
育
訓
練
給
付
金
支
給
申
請
書
（
様
式
第
三
十

三
号
の
二
）
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
管
轄
公
共
職
業
安
定
所
の
長
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
特
定
一
般
教
育
訓
練
を
修
了

し
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
一
箇
月
以
内
に
教
育
訓
練
給
付
金
支
給
申
請

書
を
提
出
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
管
轄
公
共
職
業
安
定
所
の
長
が
認
め

る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

一

特
定
一
般
教
育
訓
練
修
了
証
明
書

二

当
該
教
育
訓
練
給
付
金
の
支
給
に
係
る
特
定
一
般
教
育
訓
練
の
受
講
の

た
め
に
支
払
つ
た
費
用
（
第
百
一
条
の
二
の
六
に
定
め
る
費
用
の
範
囲
の

も
の
に
限
る
。
）
の
額
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
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三

前
項
の
規
定
に
よ
る
教
育
訓
練
給
付
金
を
支
給
す
る
旨
の
通
知

四

当
該
特
定
一
般
教
育
訓
練
に
よ
る
キ
ャ
リ
ア
形
成
等
の
効
果
等
を
把
握

す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

五

そ
の
他
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
書
類

４

教
育
訓
練
給
付
対
象
者
は
、
第
一
項
及
び
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

職
業
安
定
局
長
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
一
項
第
四
号
及
び
前
項
第
五

号
に
掲
げ
る
書
類
の
う
ち
職
業
安
定
局
長
が
定
め
る
も
の
を
添
え
な
い
こ
と

が
で
き
る
。

（
専
門
実
践
教
育
訓
練
に
係
る
教
育
訓
練
給
付
金
の
支
給
申
請
手
続
）

（
専
門
実
践
教
育
訓
練
に
係
る
教
育
訓
練
給
付
金
の
支
給
申
請
手
続
）

第
百
一
条
の
二
の
十
二

教
育
訓
練
給
付
対
象
者
で
あ
つ
て
、
専
門
実
践
教
育

第
百
一
条
の
二
の
十
二

教
育
訓
練
給
付
対
象
者
で
あ
つ
て
、
専
門
実
践
教
育

訓
練
に
係
る
教
育
訓
練
給
付
金
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
も
の
（
以
下
こ

訓
練
に
係
る
教
育
訓
練
給
付
金
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
も
の
（
以
下
こ

の
条
に
お
い
て
「
専
門
実
践
教
育
訓
練
受
講
予
定
者
」
と
い
う
。
）
は
、
当

の
条
に
お
い
て
「
専
門
実
践
教
育
訓
練
受
講
予
定
者
」
と
い
う
。
）
は
、
当

該
専
門
実
践
教
育
訓
練
を
開
始
す
る
日
の
一
箇
月
前
ま
で
に
、
教
育
訓
練
給

該
専
門
実
践
教
育
訓
練
を
開
始
す
る
日
の
一
箇
月
前
ま
で
に
、
教
育
訓
練
給

付
金
及
び
教
育
訓
練
支
援
給
付
金
受
給
資
格
確
認
票
（
様
式
第
三
十
三
号
の

付
金
及
び
教
育
訓
練
支
援
給
付
金
受
給
資
格
確
認
票
（
様
式
第
三
十
三
号
の

二
の
二
）
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
管
轄
公
共
職
業
安
定
所
の
長
に
提

二
の
二
）
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
管
轄
公
共
職
業
安
定
所
の

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

担
当
キ
ャ
リ
ア
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
が
、
当
該
専
門
実
践
教
育
訓
練
受
講

一

担
当
キ
ャ
リ
ア
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
（
キ
ャ
リ
ア
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
で
あ

予
定
者
の
就
業
に
関
す
る
目
標
そ
の
他
職
業
能
力
の
開
発
及
び
向
上
に
関

つ
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の
を
い
う
。
）
が
、
当
該
専
門
実
践
教

す
る
事
項
に
つ
い
て
、
キ
ャ
リ
ア
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
を
踏
ま
え
て
記
載

育
訓
練
受
講
予
定
者
の
就
業
に
関
す
る
目
標
そ
の
他
職
業
能
力
の
開
発
及

し
た
職
務
経
歴
等
記
録
書

び
向
上
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
キ
ャ
リ
ア
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
を
踏

ま
え
て
記
載
し
た
職
務
経
歴
等
記
録
書
（
専
門
実
践
教
育
訓
練
受
講
予
定

者
を
雇
用
す
る
適
用
事
業
の
事
業
主
が
専
門
実
践
教
育
訓
練
を
受
講
す
る

こ
と
を
承
認
し
た
場
合
は
、
そ
の
旨
を
証
明
す
る
書
面
）

二

（
略
）

二

（
略
）

三

過
去
に
特
定
一
般
教
育
訓
練
又
は
専
門
実
践
教
育
訓
練
を
受
け
た
場
合

（
新
設
）

に
あ
つ
て
は
、
過
去
に
受
け
た
特
定
一
般
教
育
訓
練
又
は
専
門
実
践
教
育

訓
練
に
よ
る
キ
ャ
リ
ア
形
成
等
の
効
果
等
を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
書

類
四

（
略
）

三

（
略
）

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）
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５

第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
第
百
一
条
の
二
の
七
第
二
号
に
掲

５

第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
第
百
一
条
の
二
の
七
第
二
号
に
掲

げ
る
者
に
該
当
す
る
教
育
訓
練
給
付
対
象
者
は
、
支
給
単
位
期
間
に
つ
い
て

げ
る
者
に
該
当
す
る
教
育
訓
練
給
付
対
象
者
は
、
支
給
単
位
期
間
に
つ
い
て

専
門
実
践
教
育
訓
練
に
係
る
教
育
訓
練
給
付
金
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る

専
門
実
践
教
育
訓
練
に
係
る
教
育
訓
練
給
付
金
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る

と
き
は
、
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
支
給
申
請
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
た
期

と
き
は
、
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
支
給
申
請
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
た
期

間
内
に
、
教
育
訓
練
給
付
金
支
給
申
請
書
（
様
式
第
三
十
三
号
の
二
の
四
）

間
内
に
、
教
育
訓
練
給
付
金
支
給
申
請
書
（
様
式
第
三
十
三
号
の
二
の
四
）

に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
管
轄
公
共
職
業
安
定
所
の
長
に
提
出
し
な
け

に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
管
轄
公
共
職
業
安
定
所
の
長
に
提
出

れ
ば
な
ら
な
い
。

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

当
該
専
門
実
践
教
育
訓
練
に
よ
る
キ
ャ
リ
ア
形
成
等
の
効
果
等
を
把
握

（
新
設
）

す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
（
当
該
専
門
実
践
教
育
訓
練
に
係
る
最
後
の
支

給
単
位
期
間
に
つ
い
て
教
育
訓
練
給
付
金
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
場

合
に
限
る
。
）

五

（
略
）

四

（
略
）

６

第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
第
百
一
条
の
二
の
七
第
三
号
に
掲

６

第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
第
百
一
条
の
二
の
七
第
三
号
に
掲

げ
る
者
に
該
当
す
る
教
育
訓
練
給
付
対
象
者
は
、
専
門
実
践
教
育
訓
練
に
係

げ
る
者
に
該
当
す
る
教
育
訓
練
給
付
対
象
者
は
、
専
門
実
践
教
育
訓
練
に
係

る
教
育
訓
練
給
付
金
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
専
門
実
践

る
教
育
訓
練
給
付
金
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
専
門
実
践

教
育
訓
練
を
修
了
し
、
当
該
専
門
実
践
教
育
訓
練
に
係
る
資
格
を
取
得
等
し

教
育
訓
練
を
修
了
し
、
当
該
専
門
実
践
教
育
訓
練
に
係
る
資
格
を
取
得
等
し

、
か
つ
、
一
般
被
保
険
者
又
は
高
年
齢
被
保
険
者
と
し
て
雇
用
さ
れ
た
日
の

、
か
つ
、
一
般
被
保
険
者
又
は
高
年
齢
被
保
険
者
と
し
て
雇
用
さ
れ
た
日
の

翌
日
か
ら
起
算
し
て
一
箇
月
以
内
（
一
般
被
保
険
者
又
は
高
年
齢
被
保
険
者

翌
日
か
ら
起
算
し
て
一
箇
月
以
内
（
一
般
被
保
険
者
又
は
高
年
齢
被
保
険
者

と
し
て
雇
用
さ
れ
て
い
る
者
に
あ
つ
て
は
、
当
該
専
門
実
践
教
育
訓
練
を
修

と
し
て
雇
用
さ
れ
て
い
る
者
に
あ
つ
て
は
、
当
該
専
門
実
践
教
育
訓
練
を
修

了
し
、
か
つ
、
当
該
専
門
実
践
教
育
訓
練
に
係
る
資
格
を
取
得
等
し
た
日
の

了
し
、
か
つ
、
当
該
専
門
実
践
教
育
訓
練
に
係
る
資
格
を
取
得
等
し
た
日
の

翌
日
か
ら
起
算
し
て
一
箇
月
以
内
）
に
、
教
育
訓
練
給
付
金
支
給
申
請
書
（

翌
日
か
ら
起
算
し
て
一
箇
月
以
内
）
に
、
教
育
訓
練
給
付
金
支
給
申
請
書
（

様
式
第
三
十
三
号
の
二
の
五
）
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
管
轄
公
共
職

様
式
第
三
十
三
号
の
二
の
五
）
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
管
轄

業
安
定
所
の
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

公
共
職
業
安
定
所
の
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

当
該
専
門
実
践
教
育
訓
練
に
よ
る
キ
ャ
リ
ア
形
成
等
の
効
果
等
を
把
握

（
新
設
）

す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

五

（
略
）

四

（
略
）

７

教
育
訓
練
給
付
対
象
者
は
、
第
一
項
、
第
五
項
及
び
前
項
の
規
定
に
か
か

７

教
育
訓
練
給
付
対
象
者
は
、
第
一
項
、
第
五
項
及
び
第
六
項
の
規
定
に
か

わ
ら
ず
、
職
業
安
定
局
長
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
一
項
第
四
号
、
第

か
わ
ら
ず
、
職
業
安
定
局
長
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
一
項
第
三
号
、

五
項
第
五
号
及
び
前
項
第
五
号
に
掲
げ
る
書
類
の
う
ち
職
業
安
定
局
長
が
定

第
五
項
第
四
号
及
び
第
六
項
第
四
号
に
掲
げ
る
書
類
の
う
ち
職
業
安
定
局
長
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め
る
も
の
を
添
え
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

が
定
め
る
も
の
を
添
え
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

（
一
般
教
育
訓
練
及
び
特
定
一
般
教
育
訓
練
に
係
る
教
育
訓
練
給
付
金
の
支

（
一
般
教
育
訓
練
に
係
る
教
育
訓
練
給
付
金
の
支
給
）

給
）

第
百
一
条
の
二
の
十
三

管
轄
公
共
職
業
安
定
所
の
長
は
、
教
育
訓
練
給
付
対

第
百
一
条
の
二
の
十
三

管
轄
公
共
職
業
安
定
所
の
長
は
、
教
育
訓
練
給
付
対

象
者
に
対
す
る
一
般
教
育
訓
練
又
は
特
定
一
般
教
育
訓
練
に
係
る
教
育
訓
練

象
者
に
対
す
る
一
般
教
育
訓
練
に
係
る
教
育
訓
練
給
付
金
の
支
給
を
決
定
し

給
付
金
の
支
給
を
決
定
し
た
と
き
は
、
そ
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
七
日

た
と
き
は
、
そ
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
七
日
以
内
に
教
育
訓
練
給
付
金

以
内
に
教
育
訓
練
給
付
金
を
支
給
す
る
も
の
と
す
る
。

を
支
給
す
る
も
の
と
す
る
。

（
準
用
）

（
準
用
）

第
百
一
条
の
二
の
十
五

第
四
十
四
条
（
第
四
項
を
除
く
。
）
、
第
四
十
五
条

第
百
一
条
の
二
の
十
五

第
四
十
四
条
（
第
四
項
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お

、
第
四
十
六
条
、
第
四
十
九
条
、
第
五
十
条
及
び
第
五
十
四
条
（
一
般
教
育

い
て
同
じ
。
）
、
第
四
十
五
条
、
第
四
十
六
条
、
第
四
十
九
条
、
第
五
十
条

訓
練
に
あ
つ
て
は
第
四
十
九
条
及
び
第
五
十
条
、
特
定
一
般
教
育
訓
練
に
あ

及
び
第
五
十
四
条
（
一
般
教
育
訓
練
に
あ
つ
て
は
、
第
四
十
四
条
、
第
四
十

つ
て
は
同
条
を
除
く
。
）
の
規
定
は
、
教
育
訓
練
給
付
金
の
支
給
に
つ
い
て

五
条
、
第
四
十
六
条
及
び
第
五
十
四
条
に
限
る
。
）
の
規
定
は
、
教
育
訓
練

準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
受
給
資
格
者
」
と

給
付
金
の
支
給
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規

あ
る
の
は
「
教
育
訓
練
給
付
金
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
」
と
、

定
中
「
受
給
資
格
者
」
と
あ
る
の
は
「
教
育
訓
練
給
付
金
の
支
給
を
受
け
る

「
口
座
振
込
受
給
資
格
者
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す

こ
と
が
で
き
る
者
」
と
、
「
口
座
振
込
受
給
資
格
者
」
と
あ
る
の
は
「
第
四

る
方
法
に
よ
つ
て
教
育
訓
練
給
付
金
の
支
給
を
受
け
る
者
」
と
、
「
受
給
資

十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
つ
て
教
育
訓
練
給
付
金
の
支
給
を
受

格
者
証
」
と
あ
る
の
は
「
教
育
訓
練
給
付
金
及
び
教
育
訓
練
支
援
給
付
金
受

け
る
者
」
と
、
「
受
給
資
格
者
証
」
と
あ
る
の
は
「
教
育
訓
練
給
付
金
及
び

給
資
格
者
証
」
と
、
「
氏
名
又
は
住
所
若
し
く
は
居
所
」
と
あ
る
の
は
「
氏

教
育
訓
練
支
援
給
付
金
受
給
資
格
者
証
」
と
、
「
氏
名
又
は
住
所
若
し
く
は

名
、
住
所
若
し
く
は
居
所
又
は
電
話
番
号
」
と
、
「
氏
名
を
変
更
し
た
場
合

居
所
」
と
あ
る
の
は
「
氏
名
、
住
所
若
し
く
は
居
所
又
は
電
話
番
号
」
と
、

に
あ
つ
て
は
受
給
資
格
者
氏
名
変
更
届
（
様
式
第
二
十
号
）
に
、
住
所
又
は

「
氏
名
を
変
更
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
受
給
資
格
者
氏
名
変
更
届
（
様
式
第

居
所
を
変
更
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
受
給
資
格
者
住
所
変
更
届
（
様
式
第
二

二
十
号
）
に
、
住
所
又
は
居
所
を
変
更
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
受
給
資
格
者

十
号
）
」
と
あ
る
の
は
「
氏
名
を
変
更
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
教
育
訓
練
給

住
所
変
更
届
（
様
式
第
二
十
号
）
」
と
あ
る
の
は
「
氏
名
を
変
更
し
た
場
合

付
金
受
給
者
氏
名
変
更
届
（
様
式
第
三
十
三
号
の
二
の
六
）
に
、
住
所
又
は

に
あ
つ
て
は
教
育
訓
練
給
付
金
受
給
者
氏
名
変
更
届
（
様
式
第
三
十
三
号
の

居
所
を
変
更
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
教
育
訓
練
給
付
金
受
給
者
住
所
変
更
届

二
の
六
）
に
、
住
所
又
は
居
所
を
変
更
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
教
育
訓
練
給

（
様
式
第
三
十
三
号
の
二
の
六
）
に
、
電
話
番
号
を
変
更
し
た
場
合
に
あ
つ

付
金
受
給
者
住
所
変
更
届
（
様
式
第
三
十
三
号
の
二
の
六
）
に
、
電
話
番
号

て
は
教
育
訓
練
給
付
金
受
給
者
電
話
番
号
変
更
届
（
様
式
第
三
十
三
号
の
二

を
変
更
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
教
育
訓
練
給
付
金
受
給
者
電
話
番
号
変
更
届

の
六
）
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
様
式
第
三
十
三
号
の
二
の
六
）
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
高
年
齢
雇
用
継
続
基
本
給
付
金
の
支
給
申
請
手
続
）

（
高
年
齢
雇
用
継
続
基
本
給
付
金
の
支
給
申
請
手
続
）
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第
百
一
条
の
五

被
保
険
者
（
短
期
雇
用
特
例
被
保
険
者
及
び
日
雇
労
働
被
保

第
百
一
条
の
五

被
保
険
者
（
短
期
雇
用
特
例
被
保
険
者
及
び
日
雇
労
働
被
保

険
者
を
除
く
。
以
下
こ
の
款
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
初
め
て
高
年
齢
雇
用

険
者
を
除
く
。
以
下
こ
の
款
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
初
め
て
高
年
齢
雇
用

継
続
基
本
給
付
金
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
支
給
対
象
月
の
初

継
続
基
本
給
付
金
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
支
給
対
象
月
の
初

日
か
ら
起
算
し
て
四
箇
月
以
内
に
、
高
年
齢
雇
用
継
続
給
付
受
給
資
格
確
認

日
か
ら
起
算
し
て
四
箇
月
以
内
に
、
高
年
齢
雇
用
継
続
給
付
受
給
資
格
確
認

票
・
（
初
回
）
高
年
齢
雇
用
継
続
給
付
支
給
申
請
書
（
様
式
第
三
十
三
号
の

票
・
（
初
回
）
高
年
齢
雇
用
継
続
給
付
支
給
申
請
書
（
様
式
第
三
十
三
号
の

三
。
た
だ
し
、
公
共
職
業
安
定
所
長
が
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
高

三
。
た
だ
し
、
公
共
職
業
安
定
所
長
が
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
高

年
齢
雇
用
継
続
給
付
支
給
申
請
書
（
様
式
第
三
十
三
号
の
三
の
二
）
を
も
つ

年
齢
雇
用
継
続
給
付
支
給
申
請
書
（
様
式
第
三
十
三
号
の
三
の
二
）
を
も
つ

て
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
三
項
、
第
四
項
、
第
八
項
及
び
第
百
一
条
の

て
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
三
項
、
第
四
項
及
び
第
百
一
条
の
七
に
お
い

七
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
雇
用
保
険
被
保
険
者
六
十
歳
到
達
時
等
賃
金
証
明

て
同
じ
。
）
に
雇
用
保
険
被
保
険
者
六
十
歳
到
達
時
等
賃
金
証
明
書
（
様
式

書
（
様
式
第
三
十
三
号
の
四
。
以
下
「
六
十
歳
到
達
時
等
賃
金
証
明
書
」
と

第
三
十
三
号
の
四
。
以
下
「
六
十
歳
到
達
時
等
賃
金
証
明
書
」
と
い
う
。
）

い
う
。
）
、
労
働
者
名
簿
、
賃
金
台
帳
そ
の
他
の
被
保
険
者
の
年
齢
、
被
保

、
労
働
者
名
簿
、
賃
金
台
帳
そ
の
他
の
被
保
険
者
の
年
齢
、
被
保
険
者
が
雇

険
者
が
雇
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
事
実
、
賃
金
の
支
払
状
況
及
び
賃
金
の
額

用
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
事
実
、
賃
金
の
支
払
状
況
及
び
賃
金
の
額
を
証
明
す

を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
を
添
え
て
、
事
業
主
を
経
由
し
て
そ
の
事

る
こ
と
が
で
き
る
書
類
を
添
え
て
、
事
業
主
を
経
由
し
て
そ
の
事
業
所
の
所

業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
公
共
職
業
安
定
所
の
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

在
地
を
管
轄
す
る
公
共
職
業
安
定
所
の
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ら
な
い
。
た
だ
し
、
や
む
を
得
な
い
理
由
の
た
め
事
業
主
を
経
由
し
て
当
該

た
だ
し
、
や
む
を
得
な
い
理
由
の
た
め
事
業
主
を
経
由
し
て
当
該
申
請
書
の

申
請
書
の
提
出
を
行
う
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
き
は
、
事
業
主
を
経
由
し
な

提
出
を
行
う
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
き
は
、
事
業
主
を
経
由
し
な
い
で
提
出

い
で
提
出
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

２
～
７

（
略
）

２
～
７

（
略
）

８

第
一
項
の
届
出
（
事
業
主
を
経
由
し
て
提
出
す
る
場
合
に
限
る
。
）
は
、

（
新
設
）

当
該
事
業
主
が
特
定
法
人
の
事
業
所
の
事
業
主
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、

高
年
齢
雇
用
継
続
給
付
受
給
資
格
確
認
票
・
（
初
回
）
高
年
齢
雇
用
継
続
給

付
支
給
申
請
書
及
び
同
項
に
定
め
る
書
類
の
提
出
に
代
え
て
、
こ
れ
ら
の
書

類
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
提
出
す
る
こ
と

に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
電
気
通
信
回
線
の
故
障
、
災
害
そ
の

他
の
理
由
に
よ
り
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と

認
め
ら
れ
る
場
合
で
、
か
つ
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
な
い
で
当
該

届
出
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

９

第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
新
設
）

第
六
項
の
届
出
（
事
業
主
を
経
由
し
て
提
出
す
る
場
合
に
限
る
。
）
は
、

（
新
設
）

10
当
該
事
業
主
が
特
定
法
人
の
事
業
所
の
事
業
主
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、

高
年
齢
雇
用
継
続
給
付
支
給
申
請
書
の
提
出
に
代
え
て
、
高
年
齢
雇
用
継
続
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給
付
支
給
申
請
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て

提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
電
気
通
信
回
線
の
故

障
、
災
害
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
こ
と
が

困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
で
、
か
つ
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用

し
な
い
で
当
該
届
出
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
こ
の

限
り
で
な
い
。

（
公
務
員
で
あ
る
配
偶
者
が
す
る
育
児
休
業
に
関
す
る
規
定
の
適
用
）

（
公
務
員
で
あ
る
配
偶
者
が
す
る
育
児
休
業
に
関
す
る
規
定
の
適
用
）

第
百
一
条
の
十
一
の
四

第
百
一
条
の
十
一
の
二
の
三
（
第
百
一
条
の
十
一
の

第
百
一
条
の
十
一
の
四

第
百
一
条
の
十
一
の
二
の
三
（
第
百
一
条
の
二
の
四

二
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
前
条
の
規
定
の
適
用
に

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
前
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

つ
い
て
は
、
被
保
険
者
の
配
偶
者
が
国
会
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法

は
、
被
保
険
者
の
配
偶
者
が
国
会
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
（
平

律
（
平
成
三
年
法
律
第
百
八
号
）
第
三
条
第
二
項
、
国
家
公
務
員
の
育
児
休

成
三
年
法
律
第
百
八
号
）
第
三
条
第
二
項
、
国
家
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に

業
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
百
九
号
）
第
三
条
第
二
項
（
同
法

関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
百
九
号
）
第
三
条
第
二
項
（
同
法
第
二
十

第
二
十
七
条
第
一
項
及
び
裁
判
所
職
員
臨
時
措
置
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律

七
条
第
一
項
及
び
裁
判
所
職
員
臨
時
措
置
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百

第
二
百
九
十
九
号
）
（
第
七
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
お
い
て
準
用
す

九
十
九
号
）
（
第
七
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

る
場
合
を
含
む
。
）
、
地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成

を
含
む
。
）
、
地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法

三
年
法
律
第
百
十
号
）
第
二
条
第
二
項
又
は
裁
判
官
の
育
児
休
業
に
関
す
る

律
第
百
十
号
）
第
二
条
第
二
項
又
は
裁
判
官
の
育
児
休
業
に
関
す
る
法
律
（

法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
百
十
一
号
）
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
す
る

平
成
三
年
法
律
第
百
十
一
号
）
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
す
る
請
求
に

請
求
に
係
る
育
児
休
業
は
、
そ
れ
ぞ
れ
法
第
六
十
一
条
の
四
第
一
項
に
規
定

係
る
育
児
休
業
は
、
そ
れ
ぞ
れ
法
第
六
十
一
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
休

す
る
休
業
と
み
な
す
。

業
と
み
な
す
。

（
育
児
休
業
給
付
金
の
支
給
申
請
手
続
）

（
育
児
休
業
給
付
金
の
支
給
申
請
手
続
）

第
百
一
条
の
十
三

被
保
険
者
は
、
初
め
て
育
児
休
業
給
付
金
の
支
給
を
受
け

第
百
一
条
の
十
三

被
保
険
者
は
、
初
め
て
育
児
休
業
給
付
金
の
支
給
を
受
け

よ
う
と
す
る
と
き
は
、
法
第
六
十
一
条
の
四
第
三
項
に
規
定
す
る
支
給
単
位

よ
う
と
す
る
と
き
は
、
法
第
六
十
一
条
の
四
第
三
項
に
規
定
す
る
支
給
単
位

期
間
の
初
日
か
ら
起
算
し
て
四
箇
月
を
経
過
す
る
日
の
属
す
る
月
の
末
日
ま

期
間
の
初
日
か
ら
起
算
し
て
四
箇
月
を
経
過
す
る
日
の
属
す
る
月
の
末
日
ま

で
に
、
育
児
休
業
給
付
受
給
資
格
確
認
票
・
（
初
回
）
育
児
休
業
給
付
金
支

で
に
、
育
児
休
業
給
付
受
給
資
格
確
認
票
・
（
初
回
）
育
児
休
業
給
付
金
支

給
申
請
書
（
様
式
第
三
十
三
号
の
五
。
た
だ
し
、
公
共
職
業
安
定
所
長
が
必

給
申
請
書
（
様
式
第
三
十
三
号
の
五
。
た
だ
し
、
公
共
職
業
安
定
所
長
が
必

要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
育
児
休
業
給
付
金
支
給
申
請
書
（
様
式
第
三

要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
育
児
休
業
給
付
金
支
給
申
請
書
（
様
式
第
三

十
三
号
の
五
の
二
）
を
も
つ
て
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
三
項
及
び
第
七

十
三
号
の
五
の
二
）
を
も
つ
て
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
三
項
に
お
い
て

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
休
業
開
始
時
賃
金
証
明
票
、
母
子
保
健
法
（
昭
和

同
じ
。
）
に
休
業
開
始
時
賃
金
証
明
票
、
母
子
保
健
法
（
昭
和
四
十
年
法
律

四
十
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
第
十
六
条
の
母
子
健
康
手
帳
、
労
働
者
名
簿

第
百
四
十
一
号
）
第
十
六
条
の
母
子
健
康
手
帳
、
労
働
者
名
簿
、
賃
金
台
帳
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、
賃
金
台
帳
そ
の
他
の
第
百
一
条
の
十
一
第
一
項
（
第
百
一
条
の
十
一
の
三

そ
の
他
の
第
百
一
条
の
十
一
第
一
項
（
第
百
一
条
の
十
一
の
三
に
お
い
て
読

に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
休
業
に
係
る
子
が
あ

み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
休
業
に
係
る
子
が
あ
る
こ
と
の
事

る
こ
と
の
事
実
、
被
保
険
者
が
雇
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
事
実
、
当
該
休
業

実
、
被
保
険
者
が
雇
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
事
実
、
当
該
休
業
終
了
後
の
雇

終
了
後
の
雇
用
の
継
続
の
予
定
（
期
間
を
定
め
て
雇
用
さ
れ
る
者
に
限
る
。

用
の
継
続
の
予
定
（
期
間
を
定
め
て
雇
用
さ
れ
る
者
に
限
る
。
）
、
賃
金
の

）
、
賃
金
の
支
払
状
況
及
び
賃
金
の
額
並
び
に
第
百
一
条
の
十
一
の
二
の
三

支
払
状
況
及
び
賃
金
の
額
並
び
に
第
百
一
条
の
十
一
の
二
の
三
各
号
（
第
百

各
号
（
第
百
一
条
の
十
一
の
二
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
及
び
第
百
一

一
条
の
十
一
の
二
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
及
び
第
百
一
条
の
十
一
の

条
の
十
一
の
三
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
い
ず

三
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
い
ず
れ
か
に
該
当

れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
当
該
各
号
に
該
当
す
る
こ
と
並
び
に
法

す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
当
該
各
号
に
該
当
す
る
こ
と
並
び
に
法
第
六
十
一
条

第
六
十
一
条
の
四
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
同
条
第
一

の
四
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に

項
の
規
定
に
よ
り
子
の
一
歳
に
達
す
る
日
の
翌
日
以
後
の
日
に
休
業
を
す
る

よ
り
子
の
一
歳
に
達
す
る
日
の
翌
日
以
後
の
日
に
休
業
を
す
る
場
合
に
あ
つ

場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
育
児
休
業
の
申
出
に
係
る
休
業
開
始
予
定
日
と
さ

て
は
、
当
該
育
児
休
業
の
申
出
に
係
る
休
業
開
始
予
定
日
と
さ
れ
た
日
が
当

れ
た
日
が
当
該
被
保
険
者
の
配
偶
者
が
し
て
い
る
休
業
に
係
る
休
業
期
間
の

該
被
保
険
者
の
配
偶
者
が
し
て
い
る
休
業
に
係
る
休
業
期
間
の
初
日
以
後
で

初
日
以
後
で
あ
る
事
実
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
を
添
え
て
、
事
業

あ
る
事
実
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
を
添
え
て
、
事
業
主
を
経
由
し

主
を
経
由
し
て
そ
の
事
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
公
共
職
業
安
定
所
の
長

て
そ
の
事
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
公
共
職
業
安
定
所
の
長
に
提
出
し
な

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
や
む
を
得
な
い
理
由
の
た
め
事

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
や
む
を
得
な
い
理
由
の
た
め
事
業
主
を
経
由

業
主
を
経
由
し
て
当
該
申
請
書
の
提
出
を
行
う
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
き
は

し
て
当
該
申
請
書
の
提
出
を
行
う
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
き
は
、
事
業
主
を

、
事
業
主
を
経
由
し
な
い
で
提
出
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

経
由
し
な
い
で
提
出
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

２
～
５

（
略
）

２
～
５

（
略
）

６

第
二
十
二
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
は
、
第
一
項
の
休
業
開
始
時
賃
金

６

第
二
十
一
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
は
、
第
一
項
の
休
業
開
始
時
賃
金

証
明
票
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

証
明
票
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

７

第
一
項
の
届
出
（
事
業
主
を
経
由
し
て
提
出
す
る
場
合
に
限
る
。
）
は
、

（
新
設
）

当
該
事
業
主
が
特
定
法
人
の
事
業
所
の
事
業
主
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、

育
児
休
業
給
付
受
給
資
格
確
認
票
・
（
初
回
）
育
児
休
業
給
付
金
支
給
申
請

書
及
び
同
項
に
定
め
る
書
類
の
提
出
に
代
え
て
、
こ
れ
ら
の
書
類
に
記
載
す

べ
き
事
項
を
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う

も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
電
気
通
信
回
線
の
故
障
、
災
害
そ
の
他
の
理
由
に

よ
り
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る

場
合
で
、
か
つ
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
な
い
で
当
該
届
出
を
行
う

こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

８

第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
新
設
）

９

第
五
項
の
届
出
（
事
業
主
を
経
由
し
て
提
出
す
る
場
合
に
限
る
。
）
は
、

（
新
設
）
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当
該
事
業
主
が
特
定
法
人
の
事
業
所
の
事
業
主
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、

育
児
休
業
給
付
金
支
給
申
請
書
の
提
出
に
代
え
て
、
育
児
休
業
給
付
金
支
給

申
請
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
提
出
す
る

こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
電
気
通
信
回
線
の
故
障
、
災
害

そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ

る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
で
、
か
つ
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
な
い
で

当
該
届
出
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。

（
介
護
休
業
給
付
金
の
支
給
申
請
手
続
）

（
介
護
休
業
給
付
金
の
支
給
申
請
手
続
）

第
百
一
条
の
十
九

（
略
）

第
百
一
条
の
十
九

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

第
二
十
二
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
は
、
第
一
項
の
休
業
開
始
時
賃
金

４

第
二
十
一
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
は
、
第
一
項
の
休
業
開
始
時
賃
金

証
明
票
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

証
明
票
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

附

則

附

則

（
教
育
訓
練
給
付
金
に
関
す
る
暫
定
措
置
）

（
教
育
訓
練
給
付
金
に
関
す
る
暫
定
措
置
）

第
二
十
四
条

法
附
則
第
十
一
条
の
適
用
を
受
け
る
者
（
雇
用
保
険
法
の
一
部

第
二
十
四
条

法
附
則
第
十
一
条
の
適
用
を
受
け
る
者
（
雇
用
保
険
法
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
十
三
号
）
附
則
第
四
条
第
二
項

を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
十
三
号
）
附
則
第
四
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
法
附
則
第
十
一
条
に
規
定
す
る
者
と
み
な
さ
れ
た
者
を
含
む

の
規
定
に
よ
り
法
附
則
第
十
一
条
に
規
定
す
る
者
と
み
な
さ
れ
た
者
を
含
む

。
）
に
つ
い
て
は
、
第
百
一
条
の
二
の
七
第
一
号
及
び
第
一
号
の
二
中
「
三

。
）
に
つ
い
て
は
、
第
百
一
条
の
二
の
七
第
一
号
中
「
三
年
」
と
あ
る
の
は

年
」
と
あ
る
の
は
「
一
年
」
と
し
、
同
条
第
二
号
及
び
第
三
号
中
「
三
年
」

「
一
年
」
と
し
、
同
条
第
二
号
及
び
第
三
号
中
「
三
年
」
と
あ
る
の
は
「
二

と
あ
る
の
は
「
二
年
」
と
す
る
。

年
」
と
す
る
。

（
法
附
則
第
十
一
条
の
二
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
）

（
法
附
則
第
十
一
条
の
二
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
）

第
二
十
五
条

法
附
則
第
十
一
条
の
二
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者

第
二
十
五
条

法
附
則
第
十
一
条
の
二
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者

は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
第
百
一
条
の
二
の
七
第
二
号
に

は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
第
百
一
条
の
二
の
七
第
二
号
に

掲
げ
る
者
（
第
百
一
条
の
二
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
加
算
さ
れ
た
期
間

掲
げ
る
者
（
第
百
一
条
の
二
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
加
算
さ
れ
た
期
間

が
四
年
を
超
え
る
者
及
び
夜
間
に
お
い
て
教
育
訓
練
を
行
う
教
育
訓
練
講
座

が
四
年
を
超
え
る
者
を
除
く
。
）
で
あ
つ
て
、
法
第
六
十
条
の
二
第
一
項
第

- 21 -



そ
の
他
の
就
業
を
継
続
し
て
教
育
訓
練
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
教
育
訓
練

一
号
に
規
定
す
る
基
準
日
前
に
法
附
則
第
十
一
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る

講
座
の
教
育
訓
練
を
受
け
、
修
了
し
た
者
（
当
該
教
育
訓
練
を
受
け
て
い
る

教
育
訓
練
支
援
給
付
金
（
以
下
「
教
育
訓
練
支
援
給
付
金
」
と
い
う
。
）
の

者
を
含
む
。
）
を
除
く
。
）
で
あ
つ
て
、
法
第
六
十
条
の
二
第
一
項
第
一
号

支
給
を
受
け
た
こ
と
が
な
い
者
（
専
門
実
践
教
育
訓
練
の
修
了
が
見
込
ま
れ

に
規
定
す
る
基
準
日
前
に
法
附
則
第
十
一
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
教
育

な
い
者
そ
の
他
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者
を
除
く
。
）
と
す
る
。

訓
練
支
援
給
付
金
（
以
下
「
教
育
訓
練
支
援
給
付
金
」
と
い
う
。
）
の
支
給

を
受
け
た
こ
と
が
な
い
者
（
専
門
実
践
教
育
訓
練
の
修
了
が
見
込
ま
れ
な
い

者
そ
の
他
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者
を
除
く
。
）
と
す
る
。

- 22 -



様
式
第
四
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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帳
票
種
別

1
3

0
1

3

様
式
第
4
号
（
第
7
条
関
係
）
（
第
1
面
）

 

（この用紙は、このまま機械で処理しますので、汚さないようにしてください。）

雇
用

保
険

被
保

険
者

資
格

喪
失

届

4
.
離
職

年
月

日
5
.
喪

失
原

因
6
.
離
職

票
交

付
希

望

1
1
.
喪
失
時
被
保
険
者
種
類

 1
 
離
職
以
外
の
理
由

2
 
3
以
外
の
離
職

3
 
事
業
主
の
都
合
に
よ
る
離
職

1
 有

2
 無

4
-

年
月

日
元
号

安定所記載欄

※　公共職業

9
.
新

氏
名

フ
リ

ガ
ナ

（
カ
タ

カ
ナ

）

1
.
被
保

険
者

番
号

2
.
事
業

所
番

号
3
.
資
格

取
得

年
月

日

(
必

ず
第

２
面

の
注

意
事

項
を

読
ん

で
か

ら
記

載
し

て
く

だ
さ

い
。

)

1
2
3

9
8

7
6

5
4

0
標

準
字

体 

被
保

険
者

の
住
所

又
は
居
所

被
保
険
者
で
な
く
な
っ
た
こ
と
の
原
因
及
び
被
保
険

者
に
氏
名
変
更
が
あ
っ
た
場
合
は
氏
名
変
更
年
月
日

雇
用
保
険

法
施
行
規
則
第
７

条
第
１
項
の
規
定

に
よ
り
、
上
記
の
と
お
り

届
け
ま
す

。

平
成

　
　
　
　
年
　
　
　
　
月
　
　
　
　
日

（なるべく折り曲げないようにし、やむをえない場合には折り曲げマーク(　)の所で折り曲げてください。）

▲
▲

▲

1
0.
個

人
番

号

被
保

険
者

氏
名

性
別

生
年

月
日

取
得

時
被

保
険

者
種

類

事
業

所
名

略
称

転
勤

年
月

日
管
轄

安
定

所
番

号
雇
用

形
態印

　
氏

　
　

名
　

　
電

話
番

号
　

社
会

保
険

労
務

士

記
載

欄

x

事
業

主

住
所

公
共
職
業

安
定
所
長
　
殿

印

記
名
押
印
又
は
署
名

氏
名

電
話

番
号

※所長

次長

課長

係長
係

操作者

資
格
取
得
年
月
日
現
在
の
１
週
間
の
所
定
労
働
時
間

1
2
.国

籍
・
地
域
コ
ー
ド

1
3
.
在
留
資
格
コ
ー
ド

 3
 
季
節

1
7
欄
に
対
応

す
る
コ
ー
ド

を
記
入

1
8欄

に
対
応

す
る
コ
ー
ド

を
記
入

 8
.
補
充

採
用

予
定

の
有
無

 空
白
 
無

 
1
　
 
有

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
時
間
　
 
 
 
 
 
 
 
 
分

7
.
１

週
間

の
所
定

労
働

時
間

- 24 -
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当
該
事
業
所
以
外
で

就
労
し
て
い
た
場
合



様
式
第
九
号
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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雇用継続交流採用終了届

帳票種別

1 9012

様式第9号の2（第12条の2関係）（第1面）

（
こ
の
用
紙
は
、
こ
の
ま
ま
機
械
で
処
理
し
ま
す
の
で
、
汚
さ
な
い
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。
）

1.事業所番号

- -

2.被保険者番号

- -
3.姓（漢字） 4.名（漢字）

5.フリガナ（カタカナ）

6.生年月日

-
年 月 日元号

7.資格取得年月日

-
年 月 日元号

8.雇用継続交流採用開始年月日 9.雇用継続交流採用終了年月日

10.出向先官署コード ※　11.交流採用記録取消

雇用保険法施行規則第12条の2の規定により、上記のとおり届けます。

平成　　　年　　　月　　　日

公共職業安定所長　殿

事業所名（所在地）

電話番号

事業主氏名　　　　　　　　　　　　　　　　   印　　

  記名押印又は署名

備 
  
  
  

考

印

　 氏 　 　 名 　　 電 話 番 号 　社会保険

労 務 士

記 載 欄

所

長

次

長

課

長

係

長
係

操
作
者

 

　01･･･内閣官房　　02･･･内閣法制局

　03･･･人事院　　　04･･･内閣府（宮内庁及び国家公安委員会を除く）

　05･･･宮内庁　　　06･･･国家公安委員会

　07･･･防衛省　　　08･･･総務省

　09･･･法務省　　　10･･･外務省

　11･･･財務省　　　12･･･文部科学省

　13･･･厚生労働省　14･･･農林水産省

　15･･･経済産業省　16･･･国土交通省

　17･･･環境省　　　18･･･会計検査院

　99･･･その他

4 -
年 月 日元号

4 -
年 月 日元号

2 大正　3 昭和

4 平成

※

 3 昭和  4 平成

（必ず第２面の注意事項を読んでから記載してください。）

(フリガナ)

変 更 前 氏 名

12.

氏名変更年月日

13. 平成

年 月 日

- 27 -



１　この届は、被保険者が国と民間企業との間の人事交流に関する法律第２１条第１項に規定する雇用継続交流採用

　職員でなくなったときに、これを雇用する事業主が、当該事実のあった日の翌日から起算して１０日以内に、事業

　所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出してください。

２　この届の提出にあたっては、当該被保険者が雇用継続交流採用職員でなくなったことの事実及び雇用継続交流採

　用職員であった期間を証明することができる書類を添えてください。

３　届の記載について

（１）　　　　　で表示された枠（以下「記入枠」という。）に記入する文字は、光学式文字読取装置（ＯＣＲ）で

　　直接読取を行うので、この用紙を汚したり、必要以上に折り曲げたりしないでください。

（２）記載すべき事項のない欄は空欄のままとし、事項を選択する場合には該当番号を記入し、※印の付いた欄又は

　　記入枠には記載しないでください。

（３）枠からはみださないように大きめのカタカナ、漢字（3、4及び12欄に限る。）又はアラビア数字の標準字体に

　　より明瞭に記載してください。

　　　この場合、カタカナの濁点及び半濁点は、１文字として取り扱い（例：　　　 、　　　 ）、また、「ヰ」

     及び「ヱ」は使用せず、それぞれ「イ」及び「エ」を使用してください。

（４）1欄は、事業所番号が連続した10桁の構成である場合は、最初の４桁を最初の４つの枠内に、残りの６桁を

　　「　」に続く６つの枠内にそれぞれ記載し、最後の枠は空枠としてください。

　　　2欄には、雇用保険被保険者資格取得等確認通知書又は雇用保険被保険者証に記載されている被保険者番号を

　　記載してください。

　　　なお、被保険者番号が16桁（上下段で表示されている。）で構成されている場合は、下段の10桁のみを記載し

　　てください。

（５）3、4及び5欄について、被保険者に氏名変更があった場合は、新氏名を記載するとともに、12及び13欄を記載

　　してください。

　　　5欄は、被保険者の氏名をカタカナで記載し、姓と名の間は１枠空けてください。

（６）6欄の元号は、該当するものの番号を記載し、年月日の年、月又は日が１桁の場合は、それぞれ10の位の部分

　　に「０」を付加して２桁で記載してください。（例：昭和51年２月２日→ 　　　　　　　）

（７）7欄には、雇用保険被保険者資格取得等確認通知書又は雇用保険被保険者証に記載されている資格取得年月日

　　を、6欄の場合と同様に記載してください。

（８）8欄には、被保険者が雇用継続交流採用を開始した日を、6欄の場合と同様に記載してください。

（９）9欄には、被保険者が雇用継続交流採用を終了した日を、6欄の場合と同様に記載してください。

（10）10欄の官署コードは、該当する官署の番号を記載してください。

（11）事業主の住所及び氏名欄には、事業主が法人の場合は、その主たる事務所の所在地及び法人の名称を記載する

　　とともに、代表者の氏名を付記してください。

（12）事業主の氏名（法人にあっては代表者の氏名）については、記名押印又は署名のいずれかにより記載してくだ

　　さい。

公 共 職 業 安 定 所 記 載 欄※

確認通知　　平成　　　年　　　月　　　日

カ゛→ガ ハ゜→パ

注　意

-

3 5 1 0 2 0 2-

様式第9号の2（第12条の2関係）（第2面）
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様
式
第
十
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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雇用保険被保険者転勤届

帳票種別

1 6013

様式第10号（第13条関係）（第1面）

1.被保険者番号

3.被保険者氏名

備

考

- -

2.生年月日

-
年 月 日元号

 
2 大正　3 昭和

4 平成

フリガナ（カタカナ）

5.資格取得年月日

- -

6.事業所番号

- -

7.転勤前の事業所番号

8.転勤年月日

 

雇用保険法施行規則第13条第１項の規定により上記のとおり届けます。
平成　　　　年　　　　月　　　　日

住　　所

氏　　名

電話番号

　

備

　

考

　
確認通知 平成　　年　　月　　日

公共職業安定所長　殿

印

印

　 氏 　 　 名 　　 電 話 番 号 　社会保険

労 務 士

記 載 欄

記名押印又は署名

9.転  勤  前  事  業  所
  名  称  ・  所  在  地

12.

（
こ
の
用
紙
は
、
こ
の
ま
ま
機
械
で
処
理
し
ま
す
の
で
、
汚
さ
な
い
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。
）

所

長

次

長

課

長

係

長
係

操
作
者

-
年 月 日元号

 3 昭和  4 平成

4 -
年 月 日元号

※

※

事業主

4.被保険者氏名（ローマ字）(アルファベット大文字で記入してください。）

  被保険者氏名〔続き（ローマ字）〕

4欄は、被保険者が外国人の場合のみ記入してください。

（必ず第２面の注意事項を読んでから記載してください。）

(フリガナ)

変 更 前 氏 名

10.

氏名変更年月日

11. 平成

年 月 日
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１　帳票の提出に際しては、第１面に記載する届出に係る被保険者の既交付の雇用保険被保険者

　証及び雇用保険被保険者資格喪失届を添付すること。

２　　　　で表示された枠（以下「記入枠」という。）に記入する文字は、光学式文字読取装置

　（ＯＣＲ）で直接読取を行うので、この用紙は汚したり、必要以上に折り曲げたりしないこと。

３　記載すべき事項のない欄又は記入枠は空欄のままとし、事項を選択する場合には該当番号を

　記入し、※印のついた欄又は記入枠には記載しないこと。

４　記入枠の部分は、枠からはみ出さないように大きめのカタカナ及びアラビア数字の標準字体

　により明瞭に記載すること。

　　この場合、カタカナの濁点及び半濁点は、１文字として取り扱い、また、「ヰ」及び「ヱ」

　は使用せず、それぞれ「イ」及び「エ」を使用すること。

５　事業主の住所及び氏名欄には、事業主が法人の場合は、主たる事務所の所在地及び法人の名

　称を記載するとともに、代表者の氏名を付記すること。

　　なお、事業主の氏名（法人にあっては代表者の氏名）については、記名押印又は署名のいず

　れかにより記載すること。

６　1欄には被保険者証に記載されている被保険者番号を記載すること。

　　なお、被保険者番号が16桁（上下２段で表示されている。）で構成されている場合は、下段

　の10桁のみを記載すること。この場合、最初の４桁を最初の４つの枠内に、残りの６桁を

　「　」に続く６つの枠内に記載し、最後の枠は空枠とすること。

７　2欄の元号は、該当するものの番号を記載し、年月日の年、月又は日が１桁の場合は、それ

　ぞれ10の位の部分に「０」を付加して２桁で記載すること。

　（例：昭和51年５月６日→　　　　　　　）

８　3欄のフリガナ欄には、その者の氏名をカタカナで記載し、姓と名の間は１枠空けること。

　　被保険者に氏名変更があった場合は、新氏名を記載するとともに、10及び11欄を記載するこ

　と。

９　4欄には在留カードに記載されている順にローマ字氏名を記載すること。

10　5欄には資格取得年月日を記載すること。なお、年、月又は日が１桁の場合は、それぞれ10

　の位の部分に「０」を付加して２桁で記載すること。

　（例:平成10年３月１日→　　　　　　 ）

11　6欄については、当該被保険者が8欄の日に所属する、当該届出を行う事業所の事業所番号を

　記載すること。事業所番号が10桁の構成である場合は、最初の４桁を最初の４つの枠内に、残

　りの６桁を「　」に続く６つの枠内にそれぞれ記載し、最後の枠は空枠とすること。

12　7欄は転勤前の事業所の事業所番号を記載すること。なお、事業所番号が10桁の構成である

　場合の記載については上記11と同様とすること。

13　8欄は転勤の年月日を記載すること。なお、年、月又は日が１桁の場合は、上記10のなお書

　きと同様に記載すること。

14　9欄には7欄に記載した事業所の事業所名称及び所在地を記載すること。

15　本手続は電子申請による届出も可能であること。

　　なお、本手続について、社会保険労務士が電子申請により本届書の提出に関する手続を事業

　主に代わって行う場合には、当該社会保険労務士が当該事業主の提出代行者であることを証明

　することができるものを本届書の提出と併せて送信することをもって、当該事業主の電子署名

　に代えることができます。

（例：　　　　　　　　　　　　　　　　）

注　意

-

-

3 5 1 0 5 0 6- 　

1 0 0 3 0 14 -

1 3 0 1 5 4 3 2 1 0
４ ６ ０ １ １ ８＊＊＊＊

１ ３ ０ １ ５ ４ ３ ２ １ ０
→ - -

様式第10号（第13条関係）（第2面）
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個人番号登録・変更届

帳票種別

2.個人番号

日雇労働被保険者番号

6.性別 7.生年月日

　

備
　

　

考
　

※

平成　　　　年　　　月　　　日
事業主
 又は
 本人

住 所

氏 名

電 話 番 号

公共職業安定所長　殿

（必ず第２面の注意事項を読んでから記載してください。）

 
2 大正　3 昭和

4 平成
 
1 男

2 女

 

（
こ
の
用
紙
は
、
こ
の
ま
ま
機
械
で
処
理
し
ま
す
の
で
、
汚
さ
な
い
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。
）

所

長

次

長

課

長

係

長
係

操
作
者

1 2 3 9876540標準
字体

印

-
年 月 日元号

印

　 氏 　 　 名 　　 電 話 番 号 　社会保険

労 務 士

記 載 欄

※

0
1.届出区分

3.変更前個人番号

07 11

4.被保険者番号

5.氏名（カタカナ）

- -

雇用保険法施行規則第14条の２・附則第１条の３の規定により上記のとおり雇用保険被保険者の個人番号について届けます。

8.事業所名

 
1 新規

2 変更

様式第10号の２（第14条の２、附則第１条の３関係）（第１面）

メモ欄

(フリガナ)

変 更 前 氏 名

9.

氏名変更年月日

10. 平成

年 月 日
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１　　　　　で表示された枠（以下「記入枠」という。）に記入する文字は、光学式文字読取装

　置（ＯＣＲ）で直接読取を行うので、この用紙は汚したり、必要以上に折り曲げたりしないこ

　と。

２　記載すべき事項のない欄又は記入枠は空欄のままとし、事項を選択する場合には該当番号を

　記載し、※印のついた欄又は記入枠には記載しないこと。

３　記入枠の部分は、枠からはみださないように大きめのカタカナ及びアラビア数字の標準字体

　により明瞭に記載すること。

　この場合、カタカナの濁点及び半濁点は、１文字として取り扱い（例：ガ→ 　　、パ→　

　 ）、また「ヰ」及び「ヱ」は使用せず、それぞれ「イ」及び「エ」を使用すること。

４　１欄には、新規に個人番号を登録する場合は「１」を、登録した個人番号を変更する場合は

　「２」を記載すること。　　　　　　　　　　 

５　２欄には、必ず番号確認と身元確認の本人確認を行った上で、個人番号（マイナンバー）

　を記載すること。

６　個人番号（マイナンバー）の変更を届け出る場合は、２欄には、必ず番号確認と身元確認の

　本人確認を行った上で、変更後の個人番号（マイナンバー）を記載し、３欄には変更前の個人

　番号（マイナンバー）を記載すること。

７　４欄には、雇用保険被保険者証に記載されている被保険者番号を記載すること。なお、被保

　険者番号が16桁（２段／上６桁・下10桁）で記載されている場合は、下段の10桁について左詰

　めで記載し、最後の枠を空枠とすること。

８　５欄には、氏名をカタカナで記載し、姓と名の間は１枠空けること。

　　被保険者に氏名変更があった場合は、新氏名を記載するとともに、9及び10欄を記載するこ

　と。

９　６欄には、該当するものの番号を記載すること。

10　７欄には、元号の該当するものの番号を記載し、年月日の年、月又は日が１桁の場合は、そ

　れぞれ10の位の部分に「０」を付加して２桁で記載すること。

　（例：平成28年１月１日→　　　　　　　　　）

11　事業主の住所及び氏名欄には、事業主が法人の場合は、その主たる事業所の所在地及び法人

　の名称を記載するとともに、代表者の氏名を付記すること。

12　事業主の氏名（法人にあっては代表者の氏名）については、記名押印又は署名のいずれかに

　より記載すること。

　事業主の方へのお願い
　　　被保険者の方から個人番号（マイナンバー）を取得する際は、①正しい番号であること
　　の確認（番号確認）と②正しい番号の持ち主であることの確認（身元確認）の本人確認を
　　必ず行ってください。

注　意

カ ゛ ハ ゜

4 2 8 0 1 0 1-

様式第10号の２（第14条の２、附則第１条の３関係）（第２面）
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公共職業訓練等

※ 帳票種別

1 1022
1.支給番号 2.受講指示年月日

受講届
通所届

- -

4.受講開始年月日 終了予定年月日

5.寄宿開始年月日 終了予定年月日

6.通所開始年月日 終了予定年月日 7.通所手当月額 8.訓練継続表示

円，

様式第12号（第21条関係）（第1面）

4 -
年 月 日元号

年 月 日

4-   -
年 月 日元号

4 -
元号

年 月 日

4-   -
年 月 日元号

4 -
元号

年 月 日

4-   -
年 月 日元号

4 -
元号

所
属
長

次

長

課

長

係

長
係

操
作
者

1 氏 名

住所又は居所

支 給 番 号

（電話番号　　　　　　　　　     　      ）
（　　　　）方

2 種　　類

受講開始年月日

0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 90 80 6 0 7

公 共 職 業 訓

練 等 に 関 す

る 事 項

昼 夜 間 の 別 　 　 昼 間 ・ 夜 間 　 　

平 成 　 　 　 年 　 　 　 月 　 　 日 平 成 　 　 　 年 　 　  月 　 　 日終了予定年月日

3

通
　
所
　
に
　
関
　
す
　
る
　
事
　
項

順路

1

2

3

4

5

6

計

通所方法の別
(1)

区　　　　　　　間
(2)

距離（概算）
(3) (4) 左欄の乗車券等の額

       （1ヶ月分）

(5)
特記 事項

(6)

住居 から（　　　経由）　　　まで

     から（　　　経由）　　　まで

     から（　　　経由）　　　まで

     から（　　　経由）　　　まで

     から（　　　経由）　　　まで

     から（　　　経由）　　　まで

キロメートル

キロメートル

キロメートル

キロメートル

キロメートル

キロメートル

キロメートル

円

円

円

円

円

円

円

 

〔届出理由〕

上記事実の発生年月日　　平 成　　　年　　　月　　　日 通所終了予定年月日　　平 成　　　年　　　月　　　日

イ　新規（ロに該当するものを除く。）　ロ　新規（雇用保険法第24条第２項の基本手当を受けることができる者であって再度の受講が

　　指示されたことによるもの）　 ハ 住所又は居所の変更　 ニ 通所経路の変更　 ホ 通所方法の変更　 ヘ 運賃等の負担額の変更　

2欄の記載事実に誤りのないことを証明する。

平 成　　　年　　　月　　　日　（公共職業訓練等の施設の長の職名）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

4 寄 宿 に 関

す る 事 項

寄宿の事実 有 無 家 族 の 状 況 （第２面の〔家族の状況〕欄に記載すること。）

寄 宿 期 間 平 成　　　　　年　　　　　月　　　　　日　　　～　　　平 成　　　　　年　　　　　月　　　　　日

寄宿前の住（居）所

5 公共職業訓練等の受講
指 示 に 関 す る 事 項

受講指示公共職業安定所
又 は 地 方 運 輸 局 の 名

受講指示年月日  平 成　　年　　月　　日

処 理 欄

法第24条第１項の基本手当

通所手当（月額）

円

寄 宿 手 当証 明 認 定※

雇用保険法施行規則第21条第１項の規定により上記のとおり届けます。
また、この届書の提出を上記公共職業訓練等の施設の長に委任します。

受給資格者氏名

 平 成　　年　　月　　日

　　　　　印

　

備

　

考

　

 
第２面の注意の３の中から該当するもの
を選んで、その記号を○で囲むこと。

     .

     .

     .

     .

     .

     .

     .
(7)

期 間

※

-

公共職業安定所長 殿
地 方 運 輸 局 長

訓練実施機関名 訓練実施機関住所
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氏　　　　　　名 続 柄 年 齢

歳

歳

歳

歳

歳

歳

職 業

有・無

有・無

有・無

有・無

有・無

有・無

同居・別居の別

同 居 ・ 別 居

同 居 ・ 別 居

同 居 ・ 別 居

同 居 ・ 別 居

同 居 ・ 別 居

同 居 ・ 別 居

別居している者の住所又は居所

〔 家 族 の 状 況 〕 ※寄宿の事実のない場合は記入不要です。

１　この届書には、受給資格者証を添えること。

２　この届書に記載された事項に変更があったときは、速やかに、当該変更があった事項について、原則として受給

　資格者の住所又は居所を管轄する公共職業安定所又は地方運輸局の長に届け出ること。この場合においては、所要

　の証明書を添えること。

３　２欄中の「種類」については、下記の01～09の中から該当するものを選んで、２欄に記載してある記号のうち該

　当するものを○で囲むこと。

　01　公共職業訓練（短期課程（職業に必要な相当程度の技能・知識を習得させるためのもの）の普通職業訓練及び

　　特定公共職業訓練等を除く。）

　02　公共職業訓練のうち短期課程（職業に必要な相当程度の技能・知識を習得させるためのもの）の普通職業訓練

　　（特定公共職業訓練等を除く。）

　03　雇用保険法第63条第１項第３号の講習

　04　雇用保険法第63条第１項第３号の作業環境に適応させるための訓練

　05　炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法第23条第１項第４号の講習

　06　障害者の雇用の促進等に関する法律第13条の適応訓練

　07　高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第25条第１項の計画に準拠した同項第３号に掲げる訓練

　08　沖縄振興特別措置法第81条第1項第3号に基づく講習

　09　特定公共職業訓練等

４　委託訓練の場合は、２欄中の訓練実施機関名及び訓練実施機関住所については、委託先を記入すること。

　　また、公共職業訓練等の施設の長の職名については、委託元における施設の長の職名を記入すること。

５　３欄には、次により通常行っている通所の実情のみを記載し、例外的な方法等は記載しないこと。

（１）「通所方法の別」には、通所の順路に従い、徒歩、自転車、○○鉄道○○線等の別を記載すること。

（２）「乗車券等の種類」には、１箇月定期券、10枚綴回数券、優待乗車券等の別を記載すること。

（３）「左欄の乗車券等の額」には、「乗車券等の種類」の乗車券等を使用して１箇月間通所する場合に要する運賃

    等の額を記載すること。

　　　なお、定期券によらない場合には、通所21回分の運賃等の額を記載すること。

（４）「特記事項」には、定期券によらない場合にはその理由、回数券による場合にはその片道及び月間の使用枚

    数、往路と帰路と異なる場合にはその旨及び理由等を記載すること。

（５）「届出理由」は、通所に関する事項に関し届書を提出する主な理由として該当するものの番号を○で囲むこと。

６　４欄については、特定公共職業訓練等を受講する場合は、記入不要であること。

７　４欄の「家族の状況」については、市町村長の証明書を添えることを命ぜられることがあること。

８　５欄の下の受給資格者氏名については、記名押印又は署名のいずれかにより記載すること。

　　　また、この届書の提出を自ら行う場合又は公共職業訓練等の施設の長以外の者に委任する場合は、「また、こ

　　の届書の提出を上記公共職業訓練等の施設の長に委任します。」を抹消すること。

９　公共職業訓練等受講届としてのみ使用する場合は、標題中「通所届」の文字を抹消し、１欄、２欄、４欄及び５

　欄に記載すること。

10　公共職業訓練等通所届としてのみ使用する場合は、標題中「受講届」の文字を抹消し、１欄及び３欄に記載する

　こと。

11　※印欄には、記載しないこと。

歳

歳

有・無

有・無

同 居 ・ 別 居

同 居 ・ 別 居

注　意

様式第12号（第21条関係）（第2面）
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